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１．計画改定の趣旨 

全国的に少子化が進行する中、各務原市においても児童生徒数が減少し、全体として小中学

校の小規模化が進んでいる。将来的に、教育環境への様々な課題が生じることを懸念し、次代を

担う子どもたちが「確かな学力を身に付け、豊かな人間性と健やかな体の育成といった『生きる力』

を育むことができる」望ましい教育環境の構築と、教育の質の充実を図ることを目的として、令和２

年に「各務原市学校適正規模・適正配置等に関する基本計画（以下、「基本計画」という）」を策

定した。 

策定から５年が経過し、グローバル化やデジタル社会の進展、格差の固定化と再生産など社会

情勢が大きく変化を続ける中で、学校施設の老朽化、そして想定以上の児童生徒数の減少に対

応するために、具体的な再編や建替を見据え、基本計画の改定を行うものである。 

 

２．計画改定に向けた背景 
市内の小中学校の児童生徒数の推移については、小学校では昭和５７年、中学校では昭和６２

年をピークに年々減少し、現在はともにピーク時の５５％以下まで減少しており、今後もさらに減少

傾向は続くと予想されている。 

今日の子どもたちを取り巻く社会状況の変化などを考慮すると、小中学校のさらなる小規模化

は、児童生徒の社会性の育成をはじめ、多様な学習活動や集団活動の展開など、学校運営に課

題が生じることが懸念される。 

こうした現状を受け入れ、将来を見据え、各務原市の学校教育の充実を図り、子どもたちにとっ

て望ましい教育環境の整備を図る観点から、市立小中学校の適正規模について検証することを目

的に令和２年に基本計画を策定し、適正化すべき小規模校の範囲を定めるとともに、各小中学校

についての方向性を示した。この時点では、一定の学校規模を確保することが重要としつつも小

規模校についてはそのメリットを活かすとともに、デメリットを緩和する取り組みなどの状況を見極

めながら柔軟に対応することが望ましいと考えた。 

しかし、令和２年度以降も児童生徒数の減少が進むなか、令和７年度には一部の小学校が適

正化すべき小規模校に該当するなど、近い将来に望ましい教育環境を確保できない可能性があ

ることがわかった。そのため、改めて小規模校以外の学校も含めて数十年後を見据えた各務原市

全体での学校のあり方について、児童生徒数の適正化や施設環境の整備、適切な通学環境の確

保等の様々な観点から検討することとした。 

検討にあたっては、外部有識者等で構成する「各務原市学校適正規模・適正配置等検討委員

会」を設置し、児童生徒数の推計や市民アンケート等に基づいて議論を進めることとした。 

 

３．議論の取り組み方について 
（１）学校規模の適正化と適正配置によって直接的に影響を受ける子どもたちの立場に立ち、子

どもたちにとってより良い教育環境となるよう検討することが最も重要である。学校は子ど

もたちの教育の場であり、子どもたちが１日のうちで多くの時間を過ごす生活の場でもある。

こうした、学校の役割が十分に果たされ、子どもの人権を尊重したより良い教育環境が提

供されるような視点から議論する必要がある。 

Ⅰ．計画の改定にあたって 
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（２）学校は各地域のコミュニティの核としての性格を有していることを考慮しつつ、子どもの学

習の場としての機能を高めていくということを第一として考える必要がある。そのうえで、学

校を再編した場合における地域住民と学校のつながりをどう維持していくかということにつ

いても考慮することが望ましい。 

 

４．計画の位置づけ 
各務原市の学校教育の基本理念は、国が定めた「教育振興基本計画」や各種答申等、さらに

「各務原市総合計画」における「もっとみんながつながる笑顔があふれる 元気なまち」という将来

都市像を踏まえ、「各務原市教育大綱」に示されている。 

本計画は、「各務原市教育大綱」の基本理念や基本方針を踏まえつつ、「各務原市学校教育系

施設個別施設計画」や「各務原市学校建替基本方針」と相互に関係しながら、望ましい学校教育

環境の実現に寄与する計画として位置づける。 

【本計画の位置づけ】  
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１．各務原市の人口推移について 

（１）人口の推移 

各務原市の人口は、平成２１年に１５万人を超えたのをピークに減少を続け、令和３２年には

１２万人を割り込むと予測されている。 

１５歳未満人口も、今後も減少を続け、令和３２年には約１３，０００人になると予測されている。 

 

【各務原市の総人口と１５歳未満人口の推移】 

 

出典：国立社会保障・人口問題研究所「男女･年齢（５歳）階級別の推計」（2023(R5)年推計） 

※２０２０年国勢調査実績値に基づいて推計しています。 

 

（２）少子化の背景となる人口の動態 

① 人口の自然動態 

出生数は増減しながらも全体的な傾向としては減少し、死亡数は増加している。 

 【出生数と死亡数の推移①】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：統計書かかみがはら令和６年度版 
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 【出生数と死亡数の推移②】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：統計書かかみがはら令和６年度版 

 

② 人口の社会動態 

人口の社会動態では、2004（H16）年に川島町との合併により、転入が大きく増加してい

るが、近年は転入・転出ともに５，５００人前後で推移している。 

 【市内への転入者数と市外への転出者数の推移①】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：統計書かかみがはら令和６年度版 

 【市内への転入者数と市外への転出者数の推移②】 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典：統計書かかみがはら令和６年度版 
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２．各務原市の小中学校の現状 
（１）児童生徒数の推移 

小学校の児童数は、昭和５７年をピークに大きく減少しており、令和７年の児童数は７，２３１

人で、ピーク時から５２．２％減少している。また、通常学級数も減少傾向である。 

 【小学校 児童数と通常学級数の推移】  
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中学校の生徒数は、昭和６２年をピークに大きく減少しており、令和７年の生徒数は３，７８６

人で、ピーク時から５１．５％減少している。また、通常学級数は３５人学級への段階的な移行に

よる一時的な増加はあったものの、全体としては減少傾向である。 

 【中学校 生徒数と学級数の推移】 
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令和７年５月１日現在の児童生徒数について、令和２年の基本計画で定めた学校の適正規

模等を基に整理すると、小学校１７校のうち、２校が適正化すべき小規模校（６学級以下で児童

生徒数１２０人以下）に該当している。 

 【市内小学校の児童数・通常学級数（令和７年５月１日現在）】 

学校名 全校児童
総数 

通常 
学級数 

学校名 全校児童
総数 

通常 
学級数 

那加第一小学校 895 人 ２８ 鵜沼第三小学校 605 人 １９ 

那加第二小学校 456 人 １６ 緑苑小学校 102 人 ６ 

那加第三小学校 422 人 １３ 八木山小学校 149 人 ７ 

尾崎小学校 151 人 ６ 陵南小学校 362 人 1３ 

稲羽西小学校 294 人 １２ 各務小学校 156 人 ６ 

稲羽東小学校 119 人 ６ 蘇原第一小学校 755 人 2４ 

川島小学校 710 人 2２ 蘇原第二小学校 453 人 1５ 

鵜沼第一小学校 601 人 １８ 中央小学校 357 人 1２ 

鵜沼第二小学校 644 人 １９  

 

 【市内中学校の生徒数・通常学級数（令和７年５月１日現在）】 

学校名 全校児童
総数 

通常 
学級数 

学校名 全校児童
総数 

通常 
学級数 

那加中学校 596 人 １８ 鵜沼中学校 497 人 1５ 

桜丘中学校 321 人 1０ 緑陽中学校 311 人 1０ 

稲羽中学校 266 人 ９ 蘇原中学校 645 人 １９ 

川島中学校 406 人 1２ 中央中学校 744 人 2２ 
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（２）児童生徒数の将来推計 

基本計画の見直しにあたり、将来的な児童生徒数の傾向を把握するため、将来推計を実施し

た。 

将来推計は、一般的な人口推計の手法を用いて、小中学校ごとに６パターン（要因法１０年Ｈ

２７-Ｒ７、要因法５年Ｈ２７-Ｒ２、要因法５年Ｒ２-Ｒ７、変化率法１０年Ｈ２７-Ｒ７、変化率法５年Ｈ２

７-Ｒ２、変化率法５年Ｒ２-Ｒ７）で実施した（資料編「コーホート法による人口推計」参照）。 

 

小学校の児童数の将来推計を確認すると、令和７年の７，２７７人から令和４７年には４，１０８

人と約４割減少する見込みである。 

 【小学校 児童数の将来推移】 

 
※数値は将来推計６パターンの平均値 

 

中学校の生徒数の将来推計を確認すると、令和７年の３，９３８人から令和４７年には２，２２３

人と約４割減少する見込みである。 

 【中学校 生徒数の将来推移】 

 
※数値は将来推計６パターンの平均値 

 

児童生徒数は、数十年にわたって減少傾向が続くと想定されることから、現況の学校を維持

した場合、小規模校が増加することが懸念される。 
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（３）小中学校の老朽化 

本市は、各務原市学校教育系施設（小中学校）等個別施設計画において、鉄筋コンクリート

造の校舎の目標使用年数を概ね７０年から８０年としている。 

また、令和６年度策定の各務原市学校建替基本方針では、地元の合意形成から建替完了ま

で、１０年近くの年月が必要とされている。 

 

市内の小中学校について、最も古い校舎の築年数を整理すると、令和７年４月時点で、築６０

年を超える学校が小学校と中学校を合わせて７校存在する。全ての学校で耐震改修工事が実

施されているものの、全市的に学校施設の老朽化が進行している。 

 【市内小学校施設の築年数】 
学校名 築年数 学校名 築年数 

那加第一小学校 ６１年 鵜沼第三小学校 ５２年 

那加第二小学校 5６年 緑苑小学校 ５０年 

那加第三小学校 ５４年 八木山小学校 ４９年 

尾崎小学校 ５０年 陵南小学校 ４２年 

稲羽西小学校 ６１年 各務小学校 ５７年 

稲羽東小学校 ５６年 蘇原第一小学校 ６８年 

川島小学校 ５０年 蘇原第二小学校 ５４年 

鵜沼第一小学校 ５４年 中央小学校 ４８年 

鵜沼第二小学校 ５５年  

 築６０年以上の学校（令和７年４月時点） 

 

 【市内中学校施設の築年数】 
学校名 築年数 学校名 築年数 

那加中学校 ６５年 鵜沼中学校 ６４年 

桜丘中学校 ４０年 緑陽中学校 ４８年 

稲羽中学校 ６７年 蘇原中学校 ５９年 

川島中学校 ６１年 中央中学校 ４７年 

 築６０年以上の学校（令和７年４月時点） 
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３．全市的なアンケート調査結果の概要 
令和７年８月～９月に各務原市の①１５歳以下の子ども及びその保護者、②１６歳以上の市民、

③教員を対象として、全市的なアンケート調査（以下「アンケート調査」という）を実施した。 

 【アンケート調査の実施概要】 
項目 内容 

実施期間 令和７年８月～９月 

対象者 

① 無作為抽出した市内在住の１５歳以下の子ども及びその保護者 

   （保護者等） 

② 無作為抽出した１６歳以上の市民（一般市民） 

③ 市内の公立小中学校に勤務する全ての教員 

配布方法 郵送により配布 

主な設問項目 

子どもたちの教育環境について、特に重要だと考えるもの 

子どもたちにとってよりよい教育環境とするために、今後どのようにす

ることが望ましいと考えるか 

それぞれの再編パターンについて許容できるかどうか 

再編が行われる場合、重視すべき事項 

 

 【アンケート調査の実施結果】 
アンケート対象 配布数 回答数 回収率 

① 15 歳以下の子ども及びその保護者 

   （保護者等） 
３，０００人 １，２５３人 42.9％ 

② １６歳以上の市民（一般市民） ３，０００人 ７４８人 25.7％ 

③ 教員 ６９１人 ６５６人 94.9％ 
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設問 子どもたちの教育環境について、特に重要だと考えるものをお選びください。（３つまで選

択可） 

 

作成した設問は大きく大規模校でのメリットと小規模校でのメリットに分類できる。その中で大

規模校にて実現できる教育環境の方が重要と考えている人が多いことが分かる。しかし、小規模

校でのメリットを重要視している人も一定数みられ、学校再編においては一人ひとりの学習状況に

合わせた教育環境の整備について、ハード面・ソフト面の両方での対応が必要と想定される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

412件, 33%

846件, 68%

489件, 39%

167件, 13%

157件, 13%

226件, 18%

330件, 26%

458件, 37%

135件, 11%

83件, 7%

134件, 11%

49件, 4%

62件, 5%

14件, 1%

0件, 0%

241件, 32%

484件, 65%

304件, 41%

125件, 17%

87件, 12%

118件, 16%

172件, 23%

246件, 33%

77件, 10%

70件, 9%

77件, 10%

42件, 6%

47件, 6%

14件, 2%

6件, 1%

263件, 40%

431件, 66%

150件, 23%

72件, 11%

96件, 15%

186件, 28%

135件, 21%

264件, 40%

55件, 8%

69件, 11%

28件, 4%

28件, 4%

79件, 12%

8件, 1%

0件, 0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1. 児童生徒が多様な意見に触れることができる

2. 新たな人間関係を構築する力

（社会性やコミュニケーション能力）を身に付けやすい

3. 一定規模の集団を前提とした活動や行事が充実している

（体育、合唱、部活動、運動会や遠足等）

4. クラス替えを契機として

児童生徒が意欲を新たにすることができる

5. 学級同士が切磋琢磨する環境が整っている

6. 学級の枠を超えた習熟度別指導や、

教員の役割分担による

専科指導等の多様な指導が行いやすい

7. 児童生徒同士や児童生徒と教員との

人間関係に配慮した学級編成ができる

8. 一人ひとりの学習状況や学習内容の定着状況を

的確に把握でき、補充指導や個別指導を含めた

きめ細かな指導が行いやすい

9. 意見や感想を発表できる機会が多い

10. 様々な活動において、一人ひとりが

リーダーを務める機会が多い

11. 異年齢の学習活動を組みやすい、

体験的学習や校外学習を機動的に行いやすい

12. 郷土の教育資源を最大限に生かした教育活動が展開しやす

い

13. 保護者や地域と連携した効果的な生徒指導が行いやすい

14. その他

15.無回答

保護者等 一般市民 教員

保護者等:N＝1253

一般市民:N＝748

教員：N=656
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設問 児童生徒数の減少やそれに伴う学級数の減少が推測されるなか、子どもたちにとってより

よい教育環境とするために、今後どのようにすることが望ましいと考えますか。（１つだけ選

択） 

 

ほぼ全ての人が学校再編を許容していることが分かる。また、学校再編を進めるべきと考える人

が現行の学校規模を維持するべきと考える人よりも多いことが分かる。 

 

  
423件, 34%

757件, 60%

50件, 4%

23件, 2%

0件, 0%

213件, 28%

481件, 64%

31件, 4%

18件, 2%

5件, 1%

206件, 31%

419件, 64%

21件, 3%

10件, 2%

0件, 0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1. 現行の学校配置にこだわらず、

積極的に学校再編を進めていくべきである。

2. 現行の学校配置を出来るだけ維持して欲しいが、

子どもたちの将来を考えると、

再編もある程度はやむを得ない。

3. 現行の学校配置は絶対に維持すべきであり、

複式学級※になったとしてもやむを得ない。

4. その他

5.無回答

保護者等 一般市民 教員

保護者等:N＝1253

一般市民:N＝748

教員：N=656

※児童生徒数の減少により、異なる学年の

子どもで１つの学級を作ること
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設問 仮に、あなたのお住まいの近くの学校が再編の対象校になったとします。学校の再編には、

色々なパターンが考えられます。下記にいくつかの再編パターンを例示しますので、それぞ

れのパターンについて、許容できるかどうか、あなたの考えに最も近いものをお選びくださ

い。（１つだけ選択） 

 

許容できる人の割合は、パターン１が最も多く、中学校区の中で小学校単位をできる限り維持し

ながら再編していくことが望まれている。また、パターン５が次いで多く、小中一貫校化への許容度

も高いことがうかがえる。なお、パターン４のみ、許容できる人の割合が過半数を下回っている。 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保護者等:N＝１，２５３  一般市民:N＝748  教員：N=656   

4. どちらかといえば許容しがたい 5. 許容しがたい 6. 無回答

1. 許容できる 2. どちらかといえば許容できる 3. どちらともいえない（分からない）

934件

74.5%

493件

65.9%

438件

66.8%

215件

17.2%

162件

21.7%

154件

23.5%

53件

4.2%

45件

6.0%

41件

6.3%

27件

2.2%

20件

2.7%

15件

2.3%

24件

1.9%

8件

1.1%

8件

1.2%

20件

2.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

保護者等

一般市民

教員

［パターン１］同じ中学校区の中で、小学校同士を統合する。

424件

33.8%

233件

31.1%

209件

31.9%

316件

25.2%

213件

28.5%

195件

29.7%

203件

16.2%

115件

15.4%

123件

18.8%

200件

16.0%

121件

16.2%

106件

16.2%

110件

8.8%

47件

6.3%

23件

3.5%

19件

2.5％

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

保護者等

一般市民

教員

［パターン２］中学校区をまたいで、小学校同士を統合する。

484件

38.6%

251件

33.6%

239件

36.4%

342件

27.3%

188件

25.1%

209件

31.9%

205件

16.4%

141件

18.9%

99件

15.1%

147件

11.7%

98件

13.1%

91件

13.9%

75件

6.0%

51件

6.8%

18件

2.7%

19件

2.5％

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

保護者等

一般市民

教員

［パターン３］同じ中学校区の中で、小学校区を変更する。

265件

21.1%

156件

20.9%

151件

23.0%

244件

19.5%

135件

18.0%

142件

21.6%

280件

22.3%

151件

20.2%

165件

25.2%

308件

24.6%

182件

24.3%

151件

23.0%

156件

12.5%

104件

13.9%

47件

7.2%

20件

2.7％

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

保護者等

一般市民

教員

［パターン４］中学校区をまたいで、小学校区を変更する。

536件

42.8%

302件

40.4%

264件

40.2%

291件

23.2%

162件

21.7%

189件

28.8%

228件

18.2%

149件

19.9%

127件

19.4%

114件

9.1%

71件

9.5%

51件

7.8%

84件

6.7%

45件

6.0%

25件

3.8%

19件

2.5％

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

保護者等

一般市民

教員

［パターン５］同じ中学校区の中で、小・中学校を統合し、小中一貫校とする。
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設問 再編が行われる場合、重視すべき事項について、当てはまるものをお選びください。（３つ

まで選択可） 

 

適切な通学環境の確保を最も重要視していることが分かる。そのため、学校再編案を検討する

うえでは通学距離や学校区割の変更により影響を受ける児童生徒に対して、スクールバスといっ

た通学手段などの検討が必要である。また、当事者である子どもたちに対する学校再編での負担

軽減についても重視している傾向があることから、児童生徒同士の事前交流といった人間関係づ

くりの検討が必要である。 

  

1204件, 96%

657件, 52%

318件, 25%

112件, 9%

325件, 26%

125件, 10%

197件, 16%

104件, 8%

130件, 10%

316件, 25%

8件, 1%

0件, 0%

687件, 92%

334件, 45%

173件, 23%

96件, 13%

201件, 27%

112件, 15%

121件, 16%

86件, 11%

88件, 12%

114件, 15%

7件, 1%

12件, 2%

586件, 89%

316件, 48%

228件, 35%

81件, 12%

301件, 46%

43件, 7%

75件, 11%

33件, 5%

45件, 7%

127件, 19%

5件, 1%

0件, 0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1. 子どもたちの適正な通学環境の確保

（時間・距離・交通手段・安全）

2. 進学先の変更等による子どもたちの

人間関係づくりや心身の負担軽減（ケア）

3. 一定規模の児童・生徒数及び学級数

の確保

4. 学校と地域、コミュニティのつながりが

強いこと

5. 保護者や地域住民への十分な説明

6. 避難所・避難場所の確保

7. 義務教育９年間を通した自由なカリ

キュラム

8. 学校跡地の有効な活用方策の検討

9. 自治会の区切りと校区の区切りを

できるだけ合わせること

10. 学校の新築又は建替による充実した

学習環境

11. その他

12.無回答

保護者等 一般市民 教員

保護者等:N＝1253

一般市民:N＝748

教員：N=656
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１．国の動向 

（１）今後の教育政策に関する基本的な方針 

国は令和５年６月に閣議決定した「第４期教育振興基本計画」において、今後の教育政策に

関する基本的な方針・コンセプトや、令和の日本型学校教育について、次のとおり示している。 

 

① 総括的な基本方針・コンセプト 

国は今後目指すべき社会及び個人の在り様として重要な概念を以下の２つとしている。 

○２０４０年以降の社会を見据えた持続可能な社会の創り手の育成 

Society 5.0 においては、「主体性」、「リーダーシップ」、「創造力」、「課題設定・解決能力」、「論理的

思考力」、「表現力」、「チームワーク」などの資質・能力を備えた人材が期待されている。こうした要請も踏

まえ、個々人が自立して自らの個性・能力を伸長するとともに、多様な価値観に基づいて地球規模課題の解

決等をけん引する人材を育成していくことも重要である。 

○日本社会に根差したウェルビーイングの向上 

これまでの計画の基軸を発展的に継承し、誰もが地域や社会とのつながりや国際的なつながりを持つこ

とができるような教育を推進することで、個人と社会のウェルビーイングの実現を目指すことが重要である。 
出典：令和５年 文部科学省 第４期教育振興基本計画 

 

② ５つの基本的な方針 

総括的な基本方針・コンセプトを踏まえて５つの基本的な方針を定めている。 

１）グローバル化する社会の持続的な発展に向けて学び続ける人材の育成 

２）誰一人取り残されず、全ての人の可能性を引き出す共生社会の実現に向けた教育の推進 

３）地域や家庭で共に学び支え合う社会の実現に向けた教育の推進 

４）教育デジタルトランスフォーメーション（DX）の推進 

５）計画の実効性確保のための基盤整備・対話 
出典：令和５年 文部科学省 第４期教育振興基本計画 

 

  

Ⅲ．各務原市の教育方針について 
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③ 「令和の日本型学校教育」の構築 

中央教育審議会は令和３年１月に取りまとめた「『令和の日本型学校教育』の構築を目

指して～全ての子供たちの可能性を引き出す、個別最適な学びと、協働的な学びの実現～

（答申）」において、「令和の日本型学校教育」の姿と構築に向けた今後の方向性を次のと

おりに示している。 

 

「令和の日本型学校教育」の姿 

２０２０年代を通じて実現すべき「令和の日本型学校教育」の姿について、義務教育課程

では学習環境や地域との連携に関する将来像が示されている。 

○児童生徒一人一人の資質・能力を伸ばすという観点から，新たなＩＣＴ環境や先端技術を最大限活用す

ることなどにより，基礎的・基本的な知識・技能や言語能力，情報活用能力，問題発見・解決能力等の学

習の基盤となる資質・能力の確実な育成が行われるとともに，多様な児童生徒一人一人の興味・関心等

に応じ，その意欲を高めやりたいことを深められる学びが提供されている。 

○個々の児童生徒の学習状況を教師が一元的に把握できる中で，それに基づき特別な支援が必要な者に

対する個別支援が充実され，多様な児童生徒がお互いを理解しながら共に学び，特定分野に特異な才

能のある児童生徒が，その才能を存分に伸ばせる高度な学びの機会にアクセスすることができる。 

○学校ならではの児童生徒同士の学び合いや，多様な他者と協働して主体的に課題を解決しようとする探

究的な学び，様々な体験活動，地域の資源を活用した教育活動などを通じ，身近な地域の魅力や課題な

どを知り，地域の構成員の一人としての意識が育まれている。また，家庭や地域と連携・協働しながら，社

会への関心を高めるなど児童生徒に主権者としての意識が育まれている。 

○生涯を通じて心身ともに健康な生活を送るために必要な資質・能力を育成するとともに，児童生徒の生

活や学びにわたる課題（貧困，虐待等）が早期に発見され，外国人児童生徒等の社会的少数者としての

課題を有する者を含めた全ての児童生徒が安全・安心に学ぶことができる。 
出典：令和３年 文部科学省 「令和の日本型学校教育」の構築を目指して 

～全ての子供たちの可能性を引き出す、個別最適な学びと、協働的な学びの実現～（答申） 

 

「令和の日本型学校教育」の構築に向けた今後の方向性 

国はこれまで日本型学校教育が果たしてきた、①学習機会と学力の保障、②社会の形成

者としての全人的な発達・成長の保障、③安全・安心な居場所・セーフティネットとしての身体

的、精神的な健康の保障、という３つの保障を学校教育の本質的な役割として重視し、これを

継承していくことが必要だとして、「令和の日本型学校教育」の構築に向けた今後の方向性

を示している。 

１）学校教育の質と多様性，包摂性を高め，教育の機会均等を実現する 

２）連携・分担による学校マネジメントを実現する 

３）これまでの実践とＩＣＴとの最適な組合せを実現する 

４）履修主義・修得主義等を適切に組み合わせる 

５）感染症や災害の発生等を乗り越えて学びを保障する 

６）社会構造の変化の中で，持続的で魅力ある学校教育を実現する 
出典：令和３年 文部科学省 「令和の日本型学校教育」の構築を目指して 

～全ての子供たちの可能性を引き出す、個別最適な学びと、協働的な学びの実現～（答申） 
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（２）適正規模に関する考え方 

国は平成２７年１月に策定した「公立小学校・中学校の適正規模・適正配置等に関する手引」

において、学級数に関する視点から課題整理を行うとともに、学校規模に関する課題解決に向

けた基本的な考え方や望ましい学級数の考え方を次のとおり示している。 

① 教育的な観点 

学校規模に関する課題解決に向けた基本的な考え方として、教育的な観点の重要性を示

している。 

○学校規模の適正化を図る上では、第一に学校の果たす役割を再確認する必要があります。義務教育段

階の学校は、児童生徒の能力を伸ばしつつ、社会的自立の基礎、国家・社会の形成者としての基本的資

質を養うことを目的としています。このため、学校では、単に教科等の知識や技能を習得させるだけでは

なく、児童生徒が集団の中で、多様な考えに触れ、認め合い、協力し合い、切磋琢磨することを通じて思

考力や表現力、判断力、問題解決能力などを育み、社会性や規範意識を身に付けさせることが重要にな

ります。そうした教育を十全に行うためには、一定の規模の児童生徒集団が確保されていることや、経験

年数、専門性、男女比等についてバランスのとれた教職員集団が配置されていることが望ましいものと考

えられます。このようなことから、一定の学校規模を確保することが重要となります。 
出典：平成２７年 文部科学省 公立小学校・中学校の適正規模・適正配置等に関する手引 

 

② 望ましい学級数の考え方 

このような教育的な観点などを踏まえ、小中学校における望ましい学級数の考え方を示し

ている。 

○小学校では、まず複式学級を解消するためには少なくとも１学年１学級以上（６学級以上）であることが

必要となります。また、全学年でクラス替えを可能としたり、学習活動の特質に応じて学級を超えた集団を

編成したり、同学年に複数教員を配置するためには１学年２学級以上（１２学級以上）あることが望ましい

ものと考えられます。 

○中学校についても、全学年でクラス替えを可能としたり、学級を超えた集団編成を可能としたり、同学年

に複数教員を配置するためには、少なくとも１学年２学級以上（６学級以上）が必要となります。また、免

許外指導をなくしたり、全ての授業で教科担任による学習指導を行ったりするためには、少なくとも９学級

以上を確保することが望ましいものと考えられます。 
出典：平成２７年 文部科学省 公立小学校・中学校の適正規模・適正配置等に関する手引 
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（３）学校規模の標準規模と課題 

① 小中学校及び義務教育学校の規模の標準 

国は小中学校及び義務教育学校の規模の標準について、学級数により次のとおりに設定

している。 

【学校教育法施行規則】 

第四十一条 小学校の学級数は、十二学級以上十八学級以下を標準とする。ただし、地域の実態その他に

より特別の事情のあるときは、この限りでない。 

第七十九条 第四十一条から第四十九条まで、第五十条第二項、第五十四条から第六十八条までの規定

は、中学校に準用する。 

第七十九条の三 義務教育学校の学級数は、十八学級以上二十七学級以下を標準とする。ただし、地域の

実態その他により特別の事情のあるときは、この限りでない。 
 

② 学校規模に関する課題 

一般的に、国が示す小中学校規模の標準（１２～１８学級）に比べて学級数が少ない場合

は小規模校としている。また、２５学級以上を大規模校、３１学級以上の学校を過大規模校と

したうえで、過大規模校については速やかにその解消を図るように促している。 

また、小規模校と大規模校の課題について以下に示している。 

 

▶ 小規模校の課題 

学級数や学級当たりの児童生徒数の減少に応じて以下の課題が一層顕在化することが

懸念される。 

１）クラス替えが全部又は一部の学年でできない 

２）クラス同士が切磋琢磨する教育活動ができない 

３）加配なしには、習熟度別指導などクラスの枠を超えた多様な指導形態がとりにくい 

４）クラブ活動や部活動の種類が限定される 

５）運動会・文化祭・遠足・修学旅行等の集団活動・行事の教育効果が下がる 

６）男女比の偏りが生じやすい 

７）上級生・下級生間のコミュニケーションが少なくなる、学習や進路選択の模範となる先輩の数が少なくな

る 

８）体育科の球技や音楽科の合唱・合奏のような集団学習の実施に制約が生じる 

９）班活動やグループ分けに制約が生じる 

１０）協働的な学習で取り上げる課題に制約が生じる 

１１）教科等が得意な子供の考えにクラス全体が引っ張られがちとなる 

１２）生徒指導上課題がある子供の問題行動にクラス全体が大きく影響を受ける 

１３）児童生徒から多様な発言が引き出しにくく、授業展開に制約が生じる 

１４）教員と児童生徒との心理的な距離が近くなりすぎる 
出典：平成２７年 文部科学省 公立小学校・中学校の適正規模・適正配置等に関する手引 

 

  



19 

また、特に複式学級となる場合には以下のような課題も生じ得ると想定される。 

１）教員に特別な指導技術が求められる 

２）複数学年分や複数教科分の教材研究・指導準備を行うこととなるため、教員の負担が大きい 

３）単式学級の場合と異なる指導順となる場合、単式学級の学校への転出時等に未習事項が生じるおそれ

がある 

４）実験・観察など長時間の直接指導が必要となる活動に制約が生じる 

５）兄弟姉妹が同じ学級になり、指導上の制約を生ずる可能性がある 
出典：平成２７年 文部科学省 公立小学校・中学校の適正規模・適正配置等に関する手引 

 

▶ 小規模校によって児童生徒に与える影響 

上記で述べたような学級数が少ないことによる学校運営上の課題が生じた場合に、児童

生徒には以下のような影響を与える可能性がある。 

１）集団の中で自己主張をしたり、他者を尊重する経験を積みにくく、社会性やコミュニケーション能力が身

につきにくい 

２）児童生徒の人間関係や相互の評価が固定化しやすい 

３）協働的な学びの実現が困難となる 

４）教員それぞれの専門性を生かした教育を受けられない可能性がある 

５）切磋琢磨する環境の中で意欲や成長が引き出されにくい 

６）教員への依存心が強まる可能性がある 

７）進学等の際に大きな集団への適応に困難を来す可能性がある 

８）多様な物の見方や考え方、表現の仕方に触れることが難しい 

９）多様な活躍の機会がなく、多面的な評価の中で個性を伸ばすことが難しい 
出典：平成２７年 文部科学省 公立小学校・中学校の適正規模・適正配置等に関する手引 

 

▶ 大規模校の課題 

一方で大規模校のおける主な課題は次のとおりである。 

１）学校行事等において、係や役割分担のない子供が現れる可能性があるなど、一人一人が活躍する場や

機会が少なくなる場合がある 

２）集団生活においても同学年の結び付きが中心となり、異学年交流の機会が設定しにくくなる場合がある 

３）同学年でもお互いの顔や名前を知らないなど、児童生徒間の人間関係が希薄化する場合がある 

４）教員集団として、児童生徒一人一人の個性や行動を把握し、きめ細かな指導を行うことが困難であり、

問題行動が発生しやすい場合がある 

５）児童生徒一人当たりの校舎面積、運動場面積等が著しく狭くなった場合、教育活動の展開に支障が生

じる場合がある 

６）特別教室や体育館、プール等の利用に当たって授業の割当てや調整が難しくなる場合がある 

７）学校運営全般にわたり、校長が一体的なマネジメントを行ったり、教職員が十分な共通理解を図ったり

する上で支障が生じる場合がある 
出典：平成２７年 文部科学省 公立小学校・中学校の適正規模・適正配置等に関する手引 
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（４）小中一貫教育に関する考え方 

国は平成２８年１２月に策定した「小中一貫した教育課程の編成・実施に関する手引」にお

いて、小中一貫教育が求められる背景や目的等について次のとおりに示している。 

① 制度改正の意義 

平成２８年４月１日に施行された改正学校教育法における制度改正の意義について、はじ

めに以下のように示されている。 

しかしながら，小中一貫教育の導入自体が目的でないことは言うまでもありません。（中略）大切なことは，

義務教育９年間を連続した教育課程として捉え，児童生徒・学校・地域の実情等を踏まえた具体的な取組

内容の質を高めることであり，そのためには，新たに導入を希望する設置者に対するソフト面での支援が重

要になってくると考えています。 
出典：平成２８年 文部科学省 小中一貫した教育課程の編成・実施に関する手引 

 

② 小中一貫教育が求められる背景・目的 

小中一貫教育が求められる背景・理由について、大きく以下の６つが挙げられる。 

１）義務教育の目的・目標の創設 

２）教育内容や学習活動の量的・質的充実 

３）発達の早期化等に関わる現象 

４）いわゆる「中１ギャップ」 

５）社会性育成機能の強化の必要性 

６）学校現場の課題の多様化・複雑化 
出典：平成２８年 文部科学省 小中一貫した教育課程の編成・実施に関する手引 
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③ 小中一貫教育制度について 

小中一貫教育については、地域の実情に即した多様な取り組みが行われてきた状況を踏

まえ、学校教育法の改正により「義務教育学校」と「小中一貫型小学校・中学校」という大き

く２つの形態が制度化された。 

 
出典：平成２８年 文部科学省 小中一貫した教育課程の編成・実施に関する手引 

このうち「義務教育学校」の概要について以下のように示されている。 

○「義務教育学校」は，一人の校長の下，一つの教職員組織が置かれ，義務教育９年間の学校教育目標を

設定し，９年間の系統性を確保した教育課程を編成・実施する新しい種類の学校です。心身の発達に応

じて，義務教育として行われる普通教育を基礎的なものから一貫して施すことが学校の目的とされていま

す。 

○修業年限は９年ですが，転出入する児童生徒への配慮等から，前期６年と後期３年の課程に区分し，基

本的には，それぞれ小学校及び中学校の学習指導要領が準用されます。その上で，一貫教育の軸となる

新教科等の創設や，学年段階間・学校段階間での指導内容の入替え等，一貫教育の実施に必要な教育

課程上の特例を設置者の判断で実施することが認められています。 

○義務教育学校は，９年の課程が小学校相当の前期６年，中学校相当の後期３年に区分されていますが，

１年生から９年生までの児童生徒が１つの学校に通うという特質を生かして，９年間の教育課程において

「４‐３‐２」や「５‐４」などの柔軟な学年段階の区切りを設定することが容易になります。 

○義務教育学校は，国立・公立・私立のいずれも設置が可能ですが，公立については，既存の小学校及び

中学校と同様，市区町村の学校設置義務の履行の対象であり，市区町村教育委員会による就学指定の

対象校となります。また，施設の形態についても，いわゆる施設一体型だけでなく，前期課程と後期課程

や学年段階の区切りに応じて異なる施設を用いる施設隣接型や施設分離型の義務教育学校を設置す

ることも可能です。 

○教員の免許状については，小学校及び中学校の教諭の免許状の両方を併有することを原則としつつ，当

分の間は，小学校又は中学校の教諭の免許状のどちらかを持っていれば，それぞれ義務教育学校の前

期課程又は後期課程の主幹教諭，指導教諭，教諭又は講師となることができることとされています。ただ

し，免許制度自体が柔軟なものに改善されているので，どちらかの免許状しか持っていない場合でも

様々な取組に参画することは可能です。 
出典：平成２８年 文部科学省 小中一貫した教育課程の編成・実施に関する手引 



22 

（５）地域と学校の連携・協働 

    国は、未来を担う子どもたちの豊かな学びや成長を支えるため、地域と学校の連携・協働に

向けた体制づくりを進めている。 
近年、急激な社会の変化に伴い、学校と地域を取り巻く課題はますます複雑化、多様化しています。 

学校は、いじめや暴力行為等の問題行動の発生、不登校児童生徒数の増加、特別な配慮を必要とする

児童生徒数の増加など、多様な児童生徒及び保護者等への対応が必要な状況となっています。また、その

ような学校の役割の拡大により教員の業務量が増加しているといった課題も出てきています。 

一方、地域においても、家族形態の変化、価値観やライフスタイルの多様化等により地域社会における支

え合いやつながりが希薄化することによって、地域社会の停滞や教育力の低下などが指摘されています。 

そうした状況の中、「よりよい学校教育を通じてよりよい社会を創る」という新学習指導要領の目標を学

校と地域とが共有し、未来の創り手となるために必要な資質・能力を育む「社会に開かれた教育課程」の

実現に向けて、相互の連携・協働のもとに学校づくりと地域づくりを進め、一体となって子供たちの成長を支

えていくことが必要です。 

出典：令和２年度 文部科学省 これからの学校と地域 コミュニティ・スクールと地域学校協働活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：令和２年度 文部科学省 これからの学校と地域 コミュニティ・スクールと地域学校協働活動 
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出典：令和２年度 文部科学省 これからの学校と地域 コミュニティ・スクールと地域学校協働活動 
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２．各務原市の教育に関する考え方 
（１）基本理念・基本方針 

各務原市は、教育、学術および文化振興に関する基本理念及び基本方針について、「各務

原市教育大綱（令和７年度～令和１１年度）」にて定めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



25 

（２）地域と学校の連携・協働に関するこれまでの取り組み 

① 各務原市型コミュニティ・スクールの実施 

子どもたちを取り巻く環境や学校が抱える課題は複雑化・多様化しており、教育改革・地

方創生等の動向からも、学校と地域の連携・協働の重要性が指摘されている。 

各務原市は、平成３０年度から令和２年度にかけて市内全ての中学校区単位でコミュニテ

ィ・スクールを実施している。各々に学校運営協議会を設置し、「地域とともにある学校」づくり

を目指して地域・家庭・学校が連携し、義務教育９年間を通して地域全体で子どもたちを育

成している。 

コミュニティ・スクールを推進し、保護者や地域住民等の理解と協力を得た学校運営を行

うことは、子どもたちの学びや体験の充実により子どもたちの豊かな成長につながるとともに、

参画する保護者や地域住民等の自己有用感や生きがいとなることが期待できる。 

 

 【各務原市型コミュニティ・スクールの実践スタイルと目指す方向】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

実施主体：自治会、PTA、各学校、見守り隊、地域団体 

中学校区学校運営協議会 
かかみがはら支援学校 学校運営協議会 

地域ぐるみで目指す子ども像 
 

子どもたちの地域参画 

 

学校間の連携 

 

地域の方による学校教育への参加 

Style2 

 

Style3 

 

Style1 
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② 各務原市型コミュニティ・スクールの実績 

令和２年度には市内全中学校区で学校運営協議会が組織され、地域の文化や実態に合

わせた活動が進められている。 

［Style１］地域の方の学校教育への参加の事例 

稲羽中学校では、全校生徒で盆踊り（稲羽音頭）を学んだ。地域住民をゲストティーチャー

として招き、生徒が地域住民と直接関わりながら地域の伝統文化に触れる機会となっている。 

鵜沼中学校区では、定期的に「あいさつの日」を設け、３小１中が同日に校門や校舎玄関

付近での「あいさつ運動」を実施した。多くの地域住民が参加し、明るい声と笑顔であいさつ

を交わしている。 

蘇原中学校では、２学年が近隣公共施設や事業所等へ出向き、職業体験学習を実施して

いるが、学校運営協議会委員の紹介で、さらに多くの業種事業所等が対象として加わり、選

択肢を広げて体験学習に臨んでいる。 

 

［Style２］子どもたちの地域参画の事例 

桜丘中学校区では、２小１中が合同資源回収を実施した。子どもの参加だけでなく、保護

者同士の関わりも増えた。子どもが主体的に地域参画をすることで、地域のつながりを深くす

る契機となっている。 

緑陽中学校では、子どもたちが高齢者宅に花を届ける「フラワーエンジェル活動」を行って

いる。高齢者にも喜ばれているが、子どもたち自身が充実感を味わうとともに、自己有用感を

高める活動となっている。 

 

［Style３］学校間の連携の事例 

那加中学校区では、２小１中が合同で花植え活動を実施した。３校の児童生徒、学校運営

協議会委員を中心とした地域住民、各小中学校のＰＴＡ会員が参加し、植えた花は、学校や

地域公共施設等に飾られた。願いを共有することで、学校と地域に一体感を生み出す活動と

なった。 

一小一中が隣接する川島校区では、掃除時間の交流を行っている。中学校の生徒らが小

学校を訪れ、掃除の時間に一緒に活動をしながら、掃除の仕方をやさしく教えている。自分た

ちの学校を共に美しくしようとする思いが育まれている。 

中央中校区では３小１中で児童会及び生徒会代表者によるオンライン会議を行い、各小・

中学校のよさや課題を交流するとともに、「合同あいさつ運動」に向けた願いを共有したこと

で、より小中の垣根を超えた連携が生まれる活動となった。 

 

  

地域住民をゲストティーチャー
として招き、盆踊りを学ぶ様子 

子どもたちが地域の 
高齢者宅へ花を届ける様子 

地域住民やＰＴＡ会員と共に
実施した花植え活動の様子 
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（３）小中一貫教育の推進 

「各務原市型コミュニティ・スクール」は、地域と共に小学校・中学校が連携することにより、義

務教育９年間での学校づくりを目指すという点で、小中一貫教育の考え方と共通する部分があ

る。 

また、小中一貫教育制度の導入により、次のような利点が考えられる。 

① 系統性・連続性を意識した柔軟なカリキュラム設定 

小中学校の学習指導要領を準用し、義務教育９年間を見通した学校教育目標の設定や、

９年間の系統性を確保した教育課程の編成が可能となる。９年間の教育課程は、基本的に

は「前期課程」である６年間と「後期課程」である３年間に分けられるが、「４－３－２」や「５

－４」などの柔軟な学年段階の区切りを設定することが可能となる。また、一貫教育の軸とな

る新教科等の創設や、学年段階間での指導内容の入替え、前倒し等、一貫教育の実施に

必要な教育課程上の特例を設置者である市の判断で実施することが可能となる。 

 

② 専門性を生かした「教科担任制」の導入 

教員の持つ免許や専門性に応じて、後期課程（中学校相当）の教員が前期課程（小学

校相当）の学年を教える「乗り入れ指導」や、低学年からの「教科担任制」も可能となる。よ

り分かりやすく質の高い授業の提供により、子どもの学習内容の理解が高まり、学力向上に

つながるとともに、後期課程への円滑な接続が期待できる。また、異なる指導スタイルの教

員と関わる機会が増えることで、子どもの学習意欲の向上も期待できる。 

 

③ 異学年交流の活発化 

１年生から９年生までの児童生徒が、学校行事などを通して異学年交流をすることにより、

下級生への思いやりの心や規範意識、上級生へのあこがれの気持ちなどが醸成され、精神

的な成長や社会性の育成が期待できる。 

 

これらのことから、小中一貫教育を推進していくことが有効と考えられる。 

また、小中一貫教育の特徴であるキャリア教育・探求的学習の充実等により、さらなる地域

参加型の学校づくりが進むとともに、新たな各務原市教育モデルの確立が期待できる。 
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（１）全市的な児童生徒数の減少 

令和２年の基本計画において定めた基準に基づくと、令和７年４月時点で市内小中学校の

うち、２校が適正化すべき小規模校となっており、現在の小中学校を今後も維持する場合、適正

化すべき小規模校に該当する学校はさらに増加し、複式学級がある小学校も発生することが危

惧される。 

小規模校には、児童生徒同士の関係が密接で、きめ細やかな指導を受けやすいという側面

がある一方で、クラス替えができず、人間関係が固定化される、多様な意見に触れることのでき

る機会が減少する、集団活動等が制約されるといった課題が生じる可能性がある。また、小規

模校化は教職員の配置に影響するとともに、教職員の負担増加につながる可能性がある。 

 

（２）学校施設の老朽化 

各学校施設において老朽化が進んでおり、大規模改修や改築の検討が必要な時期を迎え

ている。さらに、教育環境の多様化や技術の進展による変化に現況の施設では対応が困難と

なる可能性があり、今後はより機能的で柔軟な施設整備が求められる。 

 

（３）学校間や地域との連携・協働 

各務原市型コミュニティ・スクールを推進しているが、学校間の交流では、近い距離に立地す

る小中学校においては、児童生徒が互いの学校を訪れ、運動や音楽等の交流を積極的に進め

ることが可能であるが、立地条件によっては、児童生徒の移動時間の確保や複数校での調整

が難しく、児童生徒の交流する機会が限定的となっている状況がある。 

また、新たな地域人材の確保が難しく、学校のねらいとする学習に生かすことができなかった

り、コミュニティ・スクールの趣旨が十分地域に届かなかったりしていることから、保護者や地域

住民が「当事者」として学校運営に参画し、目標の共有や目標達成に向けた熟議・協働を目指

しての更なる活動が今後の課題となる。 

  

Ⅳ．各務原市の課題について 
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教育環境の整備にあたっては、一定規模の集団で行う教育によって、学校が教育効果を発揮で

きるよう、本計画で定める学校規模等を考慮しながら、取り組みを進める必要がある。 

また、学校の適正規模・適正配置を進めていくうえで、学校の統合や校区の見直しなどにより、

通学条件（通学距離、通学時間、通学手段）が変化する場合には、児童生徒の身体的負担や安

全面などに配慮しつつ、地域の実態を踏まえた適切な条件を確保する必要がある。 

 

１．基本方針について 
学校の役割は、児童生徒が知識や技能を習得することだけでなく、一定の集団の中で、多様な

考え方に触れ、互いに認め合い、協力し合い、切磋琢磨し、社会性や規範意識なども培うことを通

じて、人間として成長し、社会の一員として必要な資質や能力の基礎を身に付けていくことにあると

考える。その役割を果たすため、義務教育の９年間における小中一貫教育を見据えた学校再編を

行い、一定の集団規模を確保することが重要である。また、教育課程やＩＣＴといったソフト面の充

実については、学校再編に関わらず、全ての学校において適切な教育環境の実現に向けて必要で

ある。 

各務原市は、学校再編の実施にあたって、一定の集団規模を確保することを第一としたうえで、

適切な通学環境を確保するための適正配置や小中一貫教育を推進するための施設形態等を踏

まえながら、各務原市として最も望ましい学校のあり方を検討する。 

また、アンケート調査の結果等を踏まえ、子どもや保護者、地域に与える影響ができるだけ少なく

なるよう、学校区の範囲を定めたうえで検討を進めていく。 

 

  

Ⅴ．学校の適正規模・適正配置に関する方針 
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２．適正規模について 
（１）適正な学校規模について 

国は、小中学校及び義務教育学校の学級規模の標準について、次のとおりに設定している。 

【学校教育法施行規則】 

第四十一条 小学校の学級数は、十二学級以上十八学級以下を標準とする。ただし、地域の実態その他に

より特別の事情のあるときは、この限りでない。 

第七十九条 第四十一条から第四十九条まで、第五十条第二項、第五十四条から第六十八条までの規定

は、中学校に準用する。 

第七十九条の三 義務教育学校の学級数は、十八学級以上二十七学級以下を標準とする。ただし、地域の

実態その他により特別の事情のあるときは、この限りでない。 

 

小学校については、単学級の解消を図り、クラス替えが可能な１学年複数学級の確保を考慮

し、１２学級（１学年２学級）から１８学級（１学年３学級）を適正規模とする。集団による学習活

動の活性化、豊かな人間関係の形成や授業の効果的な展開等の面で、十分な教育効果をあ

げるためには、１学級２０人程度の規模の児童生徒を確保することが望ましい。 

中学校については、５教科(国語・社会・数学・理科・英語)に複数の教員を配置したり、全て

の授業で教科担任による学習指導を行ったりするためには、少なくとも９学級以上を確保する

ことが望ましい。 

義務教育学校については、小学校と同様に単学級の解消を図り、クラス替えが可能な１学年

複数学級の確保を考慮し、１８学級（１学年２学級）から２７学級（１学年３学級）を適正規模と

する。 

小学校 １２学級（各学年２学級） ～ １８学級（各学年３学級） 

中学校  ９学級（各学年３学級） ～ １８学級（各学年６学級） 

義務教育学校  １８学級（各学年２学級） ～ ２７学級（各学年３学級） 

また、学校再編においては適正規模とすることが最も望ましいが、将来の児童生徒数の減少

を踏まえて、大規模校となることも許容すべきと考えられる。 

 

（２）適正化すべき範囲について 

① 適正化すべき範囲を定める趣旨 

学校規模の適正化は、学校の統合や分離、通学区域の調整などを行うため、学習環境・

通学環境などに大きな影響を与えるものであり、児童生徒の負担を考えれば、無理な適正化

は進めるべきではない。適正規模でない状況であっても、ある程度の学校規模であれば、教

育指導面や学校運営面の工夫や努力により、課題の緩和を図ることも考えられる。 

そのため、学校の規模を適正化する必要性の高い範囲を「適正化すべき範囲」として明確

にする必要がある。 

 

② 適正化すべき小規模校の範囲 

小学校については、特に複式学級となる場合には一般に教育上の課題が極めて大きいた

め、少なくとも１学年１学級以上（１校６学級以上）であることが必要と考える。中学校につい

ても、全学年でクラス替えを可能としたり、学級を超えた集団編成を可能としたり、同学年に
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複数教員を配置したりするためには、少なくとも１学年２学級以上（１校６学級以上）が必要

になる。 

義務教育学校については、小学校と同様に少なくとも１学年１学級以上（１校９学級以上）

であることが必要と考える。 

また、集団による学習活動の活性化、豊かな人間関係の形成や授業の効果的な展開等の

面で、十分な教育効果をあげるためには、１学級内に４～５の小グループを形成することがで

きる規模の学習集団が必要になる。特に音楽、体育の教育活動においては、１学級２０人程

度の規模の児童生徒を確保することが望ましい。 

これらのことから、適正化すべき小規模校の範囲を次の通りとする。 

小学校  ６学級以下で児童数 １２０人以下 

中学校  ６学級以下で生徒数 １２０人以下 

義務教育学校  ９学級以下で児童生徒数 １8０人以下 

 

③ 適正化すべき過大規模校の範囲 

児童生徒数が過大であった場合、学校行事等において、一人ひとりが活躍する場や機会

が少なくなる、児童生徒間の人間関係が希薄化する、児童生徒の個性や行動の把握、きめ

細かな指導が困難となる場合がある。 

国は、「公立小学校・中学校の適正規模・適正配置等に関する手引」において、小学校及

び中学校については、３１学級以上を過大規模校としたうえで、速やかにその解消を図るべき

と定めている。 

これらのことから、適正化すべき過大規模校の範囲を次の通りとする。 

小学校 ３１学級以上（各学年で５学級を超える） 

中学校 ３１学級以上（各学年で１０学級を超える） 

なお、義務教育学校については、小学校における適正化すべき過大規模校の範囲と同様

の趣旨により、次の通りとする。 

義務教育学校 ４６学級以上（各学年で５学級を超える） 
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３．適正配置について 
学校の規模適正化を進めていくうえで、学校の統合や校区の見直しなどが行われると、通学条

件（通学距離、通学時間、通学手段）や学校区割が変更されることもある。そこで通学距離や通学

時間、学校区の範囲について、一定の基準を示し、学校の位置や校区を設定していく必要がある。 

 

（１）通学距離 

通学距離（自宅から学校までの片道の距離）は、小学校ではおおむね４ｋｍ以内、中学校で

はおおむね６ｋｍ以内を原則とする。 

今後、学校再編により新たな校区を考えるにあたっては、児童生徒の学校生活における様々

な活動に影響を与えないように、通学距離に加え、通学路における土地の高低差といった地理

的な条件や、幹線道路をまたぐ通学路の有無等も十分に考慮する必要がある。そのため、適正

な通学距離の範囲内であっても、一定の条件に該当する場合には、スクールバスの導入等によ

る通学手段の支援策が必要と考えられる。 
【義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令】 

（適正な学校規模の条件） 

    第四条 （略） 

    一 （略） 

    二 通学距離が、小学校にあつてはおおむね四キロメートル以内、中学校及び 

       義務教育学校にあつてはおおむね六キロメートル以内であること。 

    ２及び３ （略） 

 

（２）通学時間 

他自治体では、スクールバスの導入事例や多様な交通機関の活用事例が増加しており、児

童生徒の通学条件を、徒歩や自転車による通学を前提とした通学距離だけで設定することは

実態にそぐわないケースが増えている。公立小・中学校の施設費の国庫負担においても、文部

科学大臣が教育効果、交通の便、その他の事情を考慮して適当と認める場合には、４ｋｍ、６ｋｍ

の範囲に収まらない統合に伴う施設整備も同様に国庫負担の対象としており、実際にはスクー

ルバス等を活用することにより、小学校で４ｋｍ、中学校で６ｋｍの通学距離を上回る統合事例も

ある。  

このため適切な交通手段が確保でき、かつ遠距離通学や長時間通学によるデメリットを一

定程度解消できる見通しが立つということを前提として、通学時間については、おおむね１時間

以内を原則とする。 
（略）適切な交通手段が確保でき、かつ遠距離通学や長時間通学によるデメリットを一定程度解消でき

る見通しが立つということを前提として、通学時間について、「おおむね１時間以内」を一応の目安とした上

で、各市町村において、地域の実情や児童生徒の実態に応じて１時間以上や１時間以内に設定することの

適否も含めた判断を行うことが適当であると考えられます。 

出典：平成２７年 文部科学省 公立小学校・中学校の適正規模・適正配置等に関する手引 
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（３）学校区の基礎となる範囲 

アンケート調査で学校の再編に関するパターンについて尋ねた際に「（パターン１）同じ中学

校区の中で、小学校同士を統合する。」が最も許容できる結果となった。 

一方で「（パターン４）中学校区をまたいで、小学校区を変更する。」が最も許容できない結

果となっており、地域コミュニティの観点からも中学校区が大切であることがわかる。 

学校再編を検討するにあたっては、進学先の変更等による子どもたちの人間関係づくりや心

身の負担軽減が重要であることも踏まえて、原則として現中学校区内での再編を検討していく

こととする。ただし、中学校区を変更することで将来的に適切な教育環境の確保が実現できる

と想定される場合については、柔軟に検討を行うものとする。 
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４．学校種及び施設形態について 
学校再編にあたり、統合を行う場合には、小学校同士や中学校同士といった同一の学校種によ

る統合だけでなく、小学校と中学校を統合し、小中一貫校とすることも考えられる。 

小中一貫校には、「義務教育学校」と「小中一貫型小学校・中学校」の２種類がある。 

義務教育学校は、１名の校長のリーダーシップのもと９年間を見通した教育目標を掲げ、小学

校・中学校の分け隔てなく、教職員が児童生徒の指導にあたることができ、また、６－３の学年の区

切りにとらわれることなく、児童生徒の実態に応じた柔軟なカリキュラムを設定できる。 

小中一貫型小学校・中学校は、教育課程の特例等は義務教育学校と同様であるが、組織は従

来の小学校・中学校と変わらず、学校毎に校長が配置されている。 

 【小中一貫校の２つの校種】 
 義務教育学校 小中一貫型小学校・中学校 

修業年限 

・９年 

（ただし、転校の円滑化等のため、前半６年

と後半３年の課程の区分は確保） 

・小学校・中学校と同じ 

教育課程 

・９年間の教育目標の設定、９年間の系統

性を確保した教育課程の編成 

・小・中の学習指導要領を準用した上で、

一貫教育の実施に必要な教育課程の特

例を創設 

（一貫教育の軸となる新教科創設、指導事

項の学年・学校段階間の入れ替え・移行） 

・９年間の教育目標の設定、９年間の系統

性を確保した教育課程の編成 

・小・中の学習指導要領を適用した上で、

一貫教育の実施に必要な教育課程の特

例を創設（義務教育学校と同じ） 

組織 

・１人の校長 

・一つの教職員組織 

・教員は原則小・中免許を併有 

（当面は小学校免許で小学校課程、中学

校免許で中学校課程を指導可能としつ

つ、免許の併有を促進） 

・学校毎に校長 

・学校毎に教職員組織 

（学校間の総合調整を担う者をあらかじめ

任命、学校運営協議会の合同設置、校長

の併任等、一貫教育を担保する組織運営

上の措置を実施） 

・教員は各学校種に対応した免許を保有 

施設 ・施設の一体・分離を問わず設置可能 ・施設の一体・分離を問わず設置可能 

 

 

  



35 

小中一貫校の施設形態は、「施設一体型」、「施設隣接型」、「施設分離型」の３種類がある。 

このうち、施設一体型小中一貫校は互いの個性を認め合えるという教育の実践的な効果や、共

に学ぶ力を身に付けることが期待できるため、小中一貫教育のさらなる推進において最も有効な

手段といえる。 

 【小中一貫校の施設形態】 
施設形態 施設一体型 施設隣接型 施設分離型 

特徴 

小学校と中学校の校舎の

全部又は一部が一体的に

設置されている 

（小学校と中学校の校舎が

渡り廊下などでつながって

いるものを含む） 

小学校と中学校の校舎が

同一敷地又は隣接する敷

地に別々に設置されている 

小学校と中学校の校舎が

隣接していない異なる敷地

に別々に設置されている 

利点 

常に児童生徒の交流がで

きるだけでなく、教職員の日

常的な連携や協力体制も

構築できる。 

教職員や児童生徒の行き

来が短時間でできるため、

児童生徒の交流や小学校・

中学校の教職員の「乗り入

れ指導」が容易になる。 

教職員や児童生徒の行き

来に時間がかかるが、小中

一貫教育の実施が可能で

ある。 

既存施設のまま実施ができ

る。 

 

各務原市は、義務教育９年間を見通した教育課程や指導体制を構築し、子どもの発達や社会

の変化に対応できる柔軟な教育システムを実現するため、小中一貫教育を推進するとともに、１人

の校長のもと、一つの教職員組織で、より柔軟なカリキュラムの設定が可能となる義務教育学校

の導入について積極的に検討する。 

また、小中一貫教育に適した学校施設とするため、可能な範囲で施設一体型の導入を図ること

とする。 
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１．児童生徒に対する配慮 
学校の規模適正化・適正配置を進めるにあたっては、児童生徒の学習環境や生活環境、教職

員との関係等が大きく変化するため、新たな生活について、児童生徒に精神的な不安や動揺が生

じることへの配慮が必要である。また、適正化後も、児童生徒の新たな環境への適応を継続的に

支援する観点から、必要に応じて工夫を行う必要があるとともに、一定の準備期間を設けるといっ

た配慮を含め、関係者と共通理解を図りながら、計画的に進めることが必要である。 

また、児童生徒は、市内どの地域に居住していても、できる限り均等な教育を受けることができ

るよう、その教育環境を整えることが望まれる。したがって、学校規模、通学距離等、地域によって著

しい格差が生じることがないようにする必要がある。 

さらに、障がいのある児童生徒の教育環境に変化がある場合は、子どもの発達の段階や障が

いの状態・特性等を考慮し、実態に応じた支援について配慮する必要がある。 

 

２．通学環境・通学手段への配慮 
現在の各務原市の児童は全て徒歩通学となっている。その通学の範囲は小学校区によって差

異があるものの、学校を中心として概ね半径３ｋｍのエリアに収まっており、また、通学時間は概ね 1

時間以内に収まっている。 

この現状を踏まえ、学校再編によって「通学する学校を中心として概ね半径３ｋｍを超える区域

の児童」については、スクールバス等の通学手段の支援策を講じるものとする。ただし、通学路にお

いて、著しい高低差がある場合や、幹線道路をまたぐ場合など危険個所が存在する場合について

は、この基準に満たない場合であっても、柔軟に支援策を検討するものとする。 

通学手段の支援策については、スクールバスの導入のほか、ふれあいバス等の既存の公共交

通機関の活用が考えられる。これらの支援策の利用にあたっては、原則として保護者の経済的負

担が発生しないよう配慮するものとする。 

また、通学路が変更になる場合については、不審者による犯罪や交通事故の防止等の取組を

徹底する必要がある。 

 

３．保護者や地域の方々の理解と協力 
学校は、地域社会の将来を担う人材を育てる場であり、地域住民のコミュニティの場や防災活

動の拠点などの性格を有していることから、十分に地域の意見を伺い、保護者や地域住民との共

通理解を図りながら進めていく必要がある。 

また、地域がこれまで培ってきた歴史や文化などを踏まえながら、伝統芸能の伝承活動や地域

行事と学校行事の連携などを行うことによって、学校で郷土学習を実施することや、学校内に地域

の歴史等に触れられる場所を整備することを検討する等、地域と学校のつながりが維持されてい

くよう努める必要がある。 

また、学校区の境界と自治会の境界に不一致がある場合は、地域の意向を確認の上、どちらか

の境界に一致させるといった調整を行うことが考えられる。 

 

 

 

Ⅵ．学校の適正規模・適正配置を進めるうえでの留意点 



37 

 

４．学校跡地の活用 
学校の統合や小中一貫校化により廃校となる学校跡地については、その利活用策について地

域の意見・実情等を参考にしながら、全市的な行政需要を踏まえたうえで、総合的に検討する必

要がある。また、地域の自然環境や想定される災害等を勘案し、地域の適切な避難所として確保

することも検討する必要がある。 
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本基本計画の改定にあたり、各校区の将来的な児童生徒数の傾向を把握するため、コーホート

変化率法（以下「変化率法」とする。）とコーホート要因法（以下「要因法」とする）という２種類の

一般的な手法を用いて、人口推計を行った（資料編「コーホート法による人口推計」参照）。なお、

人口推計は、国や自治体など大きな単位で推計する場合と比べ、学校区のような小さな単位で推

計する場合は、偶発的な影響を受けやすいため、精度が低くなる傾向が強い。 

将来的な児童生徒数は、小中学校ごとに６パターン（要因法１０年Ｈ２７-Ｒ７、要因法５年Ｈ２７-

Ｒ２、要因法５年Ｒ２-Ｒ７、変化率法１０年Ｈ２７-Ｒ７、変化率法５年Ｈ２７-Ｒ２、変化率法５年Ｒ２-Ｒ７）

で推計し、各小中学校の状況を個別に整理する。 

なお、本市では、各務原市学校教育系施設（小中学校）等個別施設計画において、鉄筋コンク

リート造の校舎の目標使用年数を概ね７０年から８０年としていることを踏まえ、建替時期の目安と

なるよう、築７５年到達時点を各学校の推計グラフにて示している。 

 

  

Ⅶ．各小中学校の将来規模・環境の整理 
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那加第一小学校 

所 在 地 各務原市那加手力町２２番地５ 

校舎建設年度 昭和３９（１９６４）年 

耐震補強 平成２４（２０１２）年 

延床面積 

 ８，００２㎡ 

校    舎 （６，７８４㎡） 

体 育 館 （１，１６８㎡） 

そ の 他 （５０㎡） 

校地面積 

 ４０，１０９㎡ 

保 

有 

建物敷地 （２３，８０５㎡） 

運 動 場 （１２，２０５㎡） 

そ の 他 （４，０９９㎡） 

借 用 地 （０㎡） 

※校舎建設年度は最も古い校舎を掲載 

 

 

児童数の推計 

 

 

○減少傾向であるが、将来においても比較的安定した推移が見込まれる。学校施設が建替

時期を迎える令和２１年以降においても、学校規模に課題は無い。 

 

  

変化率法5年R2-R7変化率法5年H27-R2変化率法10年H27-R7

要因法10年H27-R7 要因法5年H27-R2 要因法5年R2-R7
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平成27年 令和2年 令和7年 令和12年 令和17年 令和22年 令和27年 令和32年 令和37年 令和42年 令和47年

120

実績値 推計
築75年到来時期

令和2１年

  令和７年 令和１２年 令和１７年 令和２２年 令和２７年 令和３２年 令和３７年 令和４２年 令和４７年 

要因法１０年 Ｈ２７-Ｒ７ 903 849 715 714 741 756 744 734 730 

要因法５年 Ｈ２７-Ｒ２ 903 835 686 669 683 687 669 655 637 

要因法５年 Ｒ２-Ｒ７ 903 862 743 761 804 830 823 816 813 

変化率法１０年 Ｈ２７-Ｒ７ 903 850 717 717 745 761 750 742 734 

変化率法５年 Ｈ２７-Ｒ２ 903 837 689 674 689 695 678 665 649 

変化率法５年 Ｒ２-Ｒ７ 903 865 747 766 810 837 832 826 825 

１ 
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那加第二小学校 

所 在 地 各務原市那加雲雀町１番地 

校舎建設年度 昭和４４（１９７０）年 

耐震補強 平成２２（２０１０）年 

延床面積 

 ６，９１７㎡ 

校    舎 （５，６２５㎡） 

体 育 館 （１，０３５㎡） 

そ の 他 （２５７㎡） 

校地面積 

 ３０，４９９㎡ 

保 

有 

建物敷地 （１３，７５２㎡） 

運 動 場 （１６，７４７㎡） 

そ の 他 （０㎡） 

借 用 地 （０㎡） 

※校舎建設年度は最も古い校舎を掲載 
 

 

児童数の推計 

 

 令和７年 令和１２年 令和１７年 令和２２年 令和２７年 令和３２年 令和３７年 令和４２年 令和４７年 

要因法１０年 Ｈ２７-Ｒ７ 465  375  338  364  345  316  282  250  230  

要因法５年 Ｈ２７-Ｒ２ 465  336  299  315  293  260  222  188  163  

要因法５年 Ｒ２-Ｒ７ 465  419  384  425  414  392  365  337  319  

変化率法１０年 Ｈ２７-Ｒ７ 465  376  339  365  347  319  284  252  229  

変化率法５年 Ｈ２７-Ｒ２ 465  337  301  317  295  263  225  191  166  

変化率法５年 Ｒ２-Ｒ７ 465  421  386  428  416  395  369  341  323  

 

○減少傾向である。学校施設が建替時期を迎える令和２６年からしばらくは学校規模に課題

はないが、令和４２年以降は推計手法により、小規模校に該当する。 
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120

築75年到来時期
令和26年実績値 推計

変化率法5年R2-R7変化率法5年H27-R2変化率法10年H27-R7

要因法10年H27-R7 要因法5年H27-R2 要因法5年R2-R7

２ 
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那加第三小学校 

所 在 地 各務原市那加東亜町１番地１ 

校舎建設年度 昭和３８（１９６３）年 

耐震補強 平成１９（２００７）年 

延床面積 

 ５，８６９㎡ 

校    舎 （４，８６９㎡） 

体 育 館 （９３０㎡） 

そ の 他 （７０㎡） 

校地面積 

 １９，５４０㎡ 

保 

有 

建物敷地 （１０，３９０㎡） 

運 動 場 （９，１５０㎡） 

そ の 他 （０㎡） 

借 用 地 （０㎡） 

※校舎建設年度は最も古い校舎を掲載 
 

 

児童数の推計 

 

 令和７年 令和１２年 令和１７年 令和２２年 令和２７年 令和３２年 令和３７年 令和４２年 令和４７年 

要因法１０年 Ｈ２７-Ｒ７ 424  425  365  345  333  313  290  272  265  

要因法５年 Ｈ２７-Ｒ２ 424  440  392  381  379  366  345  330  320  

要因法５年 Ｒ２-Ｒ７ 424  413  344  316  294  269  243  223  206  

変化率法１０年 Ｈ２７-Ｒ７ 424  425  366  346  335  315  292  275  261  

変化率法５年 Ｈ２７-Ｒ２ 424  441  394  384  382  370  350  335  326  

変化率法５年 Ｒ２-Ｒ７ 424  415  345  318  296  271  245  226  209  

 

○減少傾向であるが、学校施設が建替時期を迎える令和２８年からしばらくは学校規模に課

題はないが、令和４２年以降は推計手法により、小規模校に該当する。 

 

  

変化率法5年R2-R7変化率法5年H27-R2変化率法10年H27-R7

要因法10年H27-R7 要因法5年H27-R2 要因法5年R2-R7
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尾崎小学校 

所 在 地 各務原市尾崎南町３丁目２番地 

校舎建設年度 昭和５０（１９７５）年 

耐震補強 平成２２（２０１０）年 

延床面積 

 ６，２９５㎡ 

校    舎 （５，１７５㎡） 

体 育 館 （８６６㎡） 

そ の 他 （２５４㎡） 

校地面積 

 ４５，４２６㎡ 

保 

有 

建物敷地 （９，９８０㎡） 

運 動 場 （１２，８００㎡） 

そ の 他 （２２，６４６㎡） 

借 用 地 （０㎡） 

※校舎建設年度は最も古い校舎を掲載 
 

 

児童数の推計 

 

 令和７年 令和１２年 令和１７年 令和２２年 令和２７年 令和３２年 令和３７年 令和４２年 令和４７年 

要因法１０年 Ｈ２７-Ｒ７ 155  68  78  69  53  39  27  19  13  

要因法５年 Ｈ２７-Ｒ２ 155  70  82  74  57  42  30  21  15  

要因法５年 Ｒ２-Ｒ７ 155  66  73  62  46  33  23  15  10  

変化率法１０年 Ｈ２７-Ｒ７ 155  68  78  70  53  39  28  19  13  

変化率法５年 Ｈ２７-Ｒ２ 155  70  83  75  58  42  30  21  15  

変化率法５年 Ｒ２-Ｒ７ 155  67  73  63  47  33  23  15  10  

 

○令和７年以降、急激な児童数の減少が予測されている。学校施設が建替時期を迎える令

和３２年より前の令和１２年には児童数が１２０人を下回り、適正化すべき小規模校に該当

する。 
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築75年到来時期

令和３２年

４ 



43 

稲羽西小学校 

所 在 地 各務原市大佐野町１丁目２３３番地 

校舎建設年度 昭和３９（１９６４）年 

耐震補強 平成２４（２０１２）年 

延床面積 

 ６，８６６㎡ 

校    舎 （５，３２２㎡） 

体 育 館 （１，２７６㎡） 

そ の 他 （２６８㎡） 

校地面積 

 ２２，９２１㎡ 

保 

有 

建物敷地 （９，１６６㎡） 

運 動 場 （１０，２９６㎡） 

そ の 他 （９５４㎡） 

借 用 地 （２，５０５㎡） 

※校舎建設年度は最も古い校舎を掲載 
 

 

児童数の推計 

 

 令和７年 令和１２年 令和１７年 令和２２年 令和２７年 令和３２年 令和３７年 令和４２年 令和４７年 

要因法１０年 Ｈ２７-Ｒ７ 294  233  242  229  202  173  151  135  122  

要因法５年 Ｈ２７-Ｒ２ 294  225  229  214  186  158  135  118  100  

要因法５年 Ｒ２-Ｒ７ 294  243  261  249  222  191  168  154  140  

変化率法１０年 Ｈ２７-Ｒ７ 294  234  243  229  203  174  152  137  121  

変化率法５年 Ｈ２７-Ｒ２ 294  226  230  215  188  159  137  120  102  

変化率法５年 Ｒ２-Ｒ７ 294  244  262  251  223  193  170  156  142  

 

○減少傾向であり、学校施設が建替時期を迎える令和２１年時点においては、学校規模に課

題はないものの、令和４２年以降は推計手法により、適正化すべき小規模校に該当する。 
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稲羽東小学校 

所 在 地 各務原市前渡西町１３９３番地 

校舎建設年度 昭和４４（１９６９）年 

耐震補強 平成２３（２０１１）年 

延床面積 

 ４，４５７㎡ 

校    舎 （３，４６４㎡） 

体 育 館 （９２４㎡） 

そ の 他 （６９㎡） 

校地面積 

 １５，５２６㎡ 

保 

有 

建物敷地 （７，６７３㎡） 

運 動 場 （７，８５３㎡） 

そ の 他 （０㎡） 

借 用 地 （０㎡） 

※校舎建設年度は最も古い校舎を掲載 
 

 

 

児童数の推計 

 

  令和７年 令和１２年 令和１７年 令和２２年 令和２７年 令和３２年 令和３７年 令和４２年 令和４７年 

要因法１０年 Ｈ２７-Ｒ７ 121 117  115  103  84  67  53  43  35  

要因法５年 Ｈ２７-Ｒ２ 121 111  101  86  67  51  39  31  25  

要因法５年 Ｒ２-Ｒ７ 121 126  138  135  117  99  81  68  58  

変化率法１０年 Ｈ２７-Ｒ７ 121 117  116  104  84  67  54  43  36  

変化率法５年 Ｈ２７-Ｒ２ 121 111  101  86  67  51  40  31  25  

変化率法５年 Ｒ２-Ｒ７ 121 126  139  136  118  100  82  68  59  

 
 

○減少傾向であり、学校施設が建替時期を迎える令和２６年より前の令和１２年には児童数

が１２０人を下回り、適正化すべき小規模校に該当する。 
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川島小学校 

所 在 地 各務原市川島河田町１０４１番地３ 

校舎建設年度 昭和５０（１９７５）年 

耐震補強 平成２５（２０１３）年 

延床面積 

 ８，３３４㎡ 

校    舎 （５，６１０㎡） 

体 育 館 （１，６５５㎡） 

そ の 他 （１，０６９㎡） 

校地面積 

 ２１，８５１㎡ 

保 

有 

建物敷地 （１０，１２９㎡） 

運 動 場 （１１，６１８㎡） 

そ の 他 （１０４㎡） 

借 用 地 （０㎡） 

※校舎建設年度は最も古い校舎を掲載 
 

 

児童数の推計 

 

  令和７年 令和１２年 令和１７年 令和２２年 令和２７年 令和３２年 令和３７年 令和４２年 令和４７年 

要因法１０年 Ｈ２７-Ｒ７ 711 628  565  533  527  514  491  461  431  

要因法５年 Ｈ２７-Ｒ２ 711 643  589  559  551  539  518  484  446  

要因法５年 Ｒ２-Ｒ７ 711 610  537  502  496  479  455  426  387  

変化率法１０年 Ｈ２７-Ｒ７ 711 629  567  535  530  517  496  466  428  

変化率法５年 Ｈ２７-Ｒ２ 711 644  592  563  556  545  525  492  454  

変化率法５年 Ｒ２-Ｒ７ 711 612  539  505  499  483  460  431  393  

 

○減少傾向であるが、安定した推移が見込まれる。学校施設が建替時期を迎える令和３２年

以降においても、学校規模に課題はない。 

 

  

変化率法5年R2-R7変化率法5年H27-R2変化率法10年H27-R7

要因法10年H27-R7 要因法5年H27-R2 要因法5年R2-R7
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鵜沼第一小学校 

所 在 地 各務原市鵜沼西町４丁目１７９番地 

校舎建設年度 昭和４６（１９７１）年 

耐震補強 平成１８（２００６）年 

延床面積 

 ６，７４２㎡ 

校    舎 （５，６４４㎡） 

体 育 館 （８２６㎡） 

そ の 他 （２７２㎡） 

校地面積 

 ２２，２６５㎡ 

保 

有 

建物敷地 （８，０３８㎡） 

運 動 場 （１１，７３５㎡） 

そ の 他 （２，４９２㎡） 

借 用 地 （０㎡） 

※校舎建設年度は最も古い校舎を掲載 
 

 

児童数の推計 

 

 令和７年 令和１２年 令和１７年 令和２２年 令和２７年 令和３２年 令和３７年 令和４２年 令和４７年 

要因法１０年 Ｈ２７-Ｒ７ 605 557  528  528  527  513  485  458  449  

要因法５年 Ｈ２７-Ｒ２ 605 558  534  528  521  502  467  433  408  

要因法５年 Ｒ２-Ｒ７ 605 557  523  529  537  532  511  490  474  

変化率法１０年 Ｈ２７-Ｒ７ 605 558  529  530  529  517  490  463  444  

変化率法５年 Ｈ２７-Ｒ２ 605 560  536  532  525  507  473  440  416  

変化率法５年 Ｒ２-Ｒ７ 605 558  525  533  541  536  517  496  481  

 

○減少傾向であるが、安定した推移が見込まれる。学校施設が建替時期を迎える令和２８年

以降においても、学校規模に課題はない。 
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鵜沼第二小学校 

所 在 地 各務原市鵜沼各務原町２丁目２６０番地 

校舎建設年度 昭和４５（１９７０）年 

耐震補強 平成２２（２０１０）年 

延床面積 

 ６，９８６㎡ 

校    舎 （５，７７８㎡） 

体 育 館 （１，０８１㎡） 

そ の 他 （１２７㎡） 

校地面積 

 １５，１５７㎡ 

保 

有 

建物敷地 （６，３２１㎡） 

運 動 場 （８，８３６㎡） 

そ の 他 （０㎡） 

借 用 地 （０㎡） 

※校舎建設年度は最も古い校舎を掲載 
 

 

児童数の推計 

 

  令和７年 令和１２年 令和１７年 令和２２年 令和２７年 令和３２年 令和３７年 令和４２年 令和４７年 

要因法１０年 Ｈ２７-Ｒ７ 649 523  584  588  604  579  546  526  511  

要因法５年 Ｈ２７-Ｒ２ 649 543  603  593  593  553  513  494  472  

要因法５年 Ｒ２-Ｒ７ 649 505  567  586  620  610  581  555  528  

変化率法１０年 Ｈ２７-Ｒ７ 649 524  585  590  607  583  551  531  508  

変化率法５年 Ｈ２７-Ｒ２ 649 544  606  597  598  559  520  501  481  

変化率法５年 Ｒ２-Ｒ７ 649 506  570  589  625  615  587  562  536  

 

○令和１２年に減少するものの、その後増加し、安定した推移が見込まれる。学校施設が建

替時期を迎える令和２７年以降においても、学校規模に課題はない。 
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鵜沼第三小学校 

所 在 地 各務原市新鵜沼台４丁目１番地 

校舎建設年度 昭和４８（１９７３）年 

耐震補強 平成２５（２０１３）年 

延床面積 

 ７，１６５㎡ 

校    舎 （６，０６０㎡） 

体 育 館 （８６８㎡） 

そ の 他 （２３７㎡） 

校地面積 

 １９，９３０㎡ 

保 

有 

建物敷地 （１０，６１８㎡） 

運 動 場 （８，４０５㎡） 

そ の 他 （９０７㎡） 

借 用 地 （０㎡） 

※校舎建設年度は最も古い校舎を掲載 
 

 

児童数の推計 

 

 令和７年 令和１２年 令和１７年 令和２２年 令和２７年 令和３２年 令和３７年 令和４２年 令和４７年 

要因法１０年 Ｈ２７-Ｒ７ 607 402  329  352  356  344  321  302  271  

要因法５年 Ｈ２７-Ｒ２ 607 402  331  358  364  351  328  308  278  

要因法５年 Ｒ２-Ｒ７ 607 400  323  340  343  331  310  288  255  

変化率法１０年 Ｈ２７-Ｒ７ 607 402  330  353  358  346  324  305  275  

変化率法５年 Ｈ２７-Ｒ２ 607 403  333  360  367  355  332  313  283  

変化率法５年 Ｒ２-Ｒ７ 607 401  324  343  345  334  313  292  259  

 

○令和１２年に大きく減少するものの、その後は安定した推移が見込まれる。学校施設が建

替時期を迎える令和３０年以降においても、学校規模に課題はない。 

 

  

変化率法5年R2-R7変化率法5年H27-R2変化率法10年H27-R7

要因法10年H27-R7 要因法5年H27-R2 要因法5年R2-R7
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緑苑小学校 

所 在 地 各務原市緑苑北１丁目２６番地 

校舎建設年度 昭和５０（１９７５）年 

耐震補強 - 

延床面積 

 ６，１２０㎡ 

校    舎 （５，１９０㎡） 

体 育 館 （８６７㎡） 

そ の 他 （６３㎡） 

校地面積 

 ３８，６６６㎡ 

保 

有 

建物敷地 （１１，０００㎡） 

運 動 場 （８，９３６㎡） 

そ の 他 （１８，７３０㎡） 

借 用 地 （０㎡） 

※校舎建設年度は最も古い校舎を掲載 
 

 

 

児童数の推計 

 

 令和７年 令和１２年 令和１７年 令和２２年 令和２７年 令和３２年 令和３７年 令和４２年 令和４７年 

要因法１０年 Ｈ２７-Ｒ７ 102 66  46  37  27  20  14  9  7  

要因法５年 Ｈ２７-Ｒ２ 102 67  47  38  28  21  15  11  7  

要因法５年 Ｒ２-Ｒ７ 102 67  48  38  27  20  14  10  7  

変化率法１０年 Ｈ２７-Ｒ７ 102 66  46  37  27  20  14  10  7  

変化率法５年 Ｈ２７-Ｒ２ 102 68  47  38  29  21  15  11  8  

変化率法５年 Ｒ２-Ｒ７ 102 67  49  39  27  20  14  10  7  

 

○令和７年時点で１２０人を下回っており、適正化すべき小規模校に該当している。以降も、

減少傾向である。 
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実績値 推計

変化率法5年R2-R7変化率法5年H27-R2変化率法10年H27-R7

要因法10年H27-R7 要因法5年H27-R2 要因法5年R2-R7
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築75年到来時期
令和３２年
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八木山小学校 

所 在 地 各務原市つつじが丘１丁目１番地 

校舎建設年度 昭和５１（１９７６）年 

耐震補強 平成２４（２０１２）年 

延床面積 

 ５，５８７㎡ 

校    舎 （４，４７２㎡） 

体 育 館 （８５８㎡） 

そ の 他 （２５７㎡） 

校地面積 

 ２１，８０４㎡ 

保 

有 

建物敷地 （１０，３７９㎡） 

運 動 場 （８，５７５㎡） 

そ の 他 （２，８５０㎡） 

借 用 地 （０㎡） 

※校舎建設年度は最も古い校舎を掲載 
 

 

児童数の推計 

 

 令和７年 令和１２年 令和１７年 令和２２年 令和２７年 令和３２年 令和３７年 令和４２年 令和４７年 

要因法１０年 Ｈ２７-Ｒ７ 150 134  135  125  105  89  78  67  57  

要因法５年 Ｈ２７-Ｒ２ 150 135  130  118  96  81  71  61  51  

要因法５年 Ｒ２-Ｒ７ 150 132  141  137  121  104  93  79  69  

変化率法１０年 Ｈ２７-Ｒ７ 150 134  135  126  105  89  79  68  58  

変化率法５年 Ｈ２７-Ｒ２ 150 135  131  119  97  82  72  62  52  

変化率法５年 Ｒ２-Ｒ７ 150 133  142  138  122  105  94  80  70  

 

○減少傾向であり、学校施設が建替時期を迎える令和３３年より前の令和２２年には推計手

法により児童数が１２０人を下回り、適正化すべき小規模校に該当する。 

 

  

変化率法5年R2-R7変化率法5年H27-R2変化率法10年H27-R7

要因法10年H27-R7 要因法5年H27-R2 要因法5年R2-R7
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実績値 推計
築75年到来時期
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陵南小学校 

所 在 地 各務原市鵜沼大伊木町４丁目４２５番地 

校舎建設年度 昭和５８（１９８３）年 

耐震補強 - 

延床面積 

 ６，１０５㎡ 

校    舎 （５，１３０㎡） 

体 育 館 （９０３㎡） 

そ の 他 （７２㎡） 

校地面積 

 ３８，１３６㎡ 

保 

有 

建物敷地 （１４，１８２㎡） 

運 動 場 （８，９３２㎡） 

そ の 他 （１５，０２２㎡） 

借 用 地 （０㎡） 

※校舎建設年度は最も古い校舎を掲載 
 

 

児童数の推計 

 

 令和７年 令和１２年 令和１７年 令和２２年 令和２７年 令和３２年 令和３７年 令和４２年 令和４７年 

要因法１０年 Ｈ２７-Ｒ７ 363 242  246  276  273  255  232  205  184  

要因法５年 Ｈ２７-Ｒ２ 363 243  250  286  286  269  246  217  192  

要因法５年 Ｒ２-Ｒ７ 363 242  245  274  275  261  240  214  192  

変化率法１０年 Ｈ２７-Ｒ７ 363 242  247  277  274  257  234  207  184  

変化率法５年 Ｈ２７-Ｒ２ 363 243  251  288  288  272  249  220  196  

変化率法５年 Ｒ２-Ｒ７ 363 243  246  276  277  263  242  217  195  

 

○令和１２年に大きく減少するが、令和２２年までに増加し、その後減少となる。学校施設の

建替時期を迎える令和４０年時点では学校規模に課題はないが、令和４２年には推計手

法により小規模校に該当する。 

 

  

変化率法5年R2-R7変化率法5年H27-R2変化率法10年H27-R7

要因法10年H27-R7 要因法5年H27-R2 要因法5年R2-R7
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実績値 推計
築75年到来時期
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各務小学校 

所 在 地 各務原市各務おがせ町４丁目７番地 

校舎建設年度 昭和４３（１９６８）年 

耐震補強 平成２２（２０１０）年 

延床面積 

 ５，２１５㎡ 

校    舎 （４，１９６㎡） 

体 育 館 （９３７㎡） 

そ の 他 （８２㎡） 

校地面積 

 １５，５２９㎡ 

保 

有 

建物敷地 （７，００５㎡） 

運 動 場 （８，５２４㎡） 

そ の 他 （０㎡） 

借 用 地 （０㎡） 

※校舎建設年度は最も古い校舎を掲載 
 

 

児童数の推計 

 
 令和７年 令和１２年 令和１７年 令和２２年 令和２７年 令和３２年 令和３７年 令和４２年 令和４７年 

要因法１０年 Ｈ２７-Ｒ７ 157 117  113  106  91  74  63  54  45  

要因法５年 Ｈ２７-Ｒ２ 157 117  111  102  86  70  59  49  40  

要因法５年 Ｒ２-Ｒ７ 157 119  119  116  105  89  78  67  57  

変化率法１０年 Ｈ２７-Ｒ７ 157 118  113  106  91  75  64  55  46  

変化率法５年 Ｈ２７-Ｒ２ 157 118  111  103  87  71  59  50  41  

変化率法５年 Ｒ２-Ｒ７ 157 119  119  117  105  90  79  68  58  

 

○減少傾向であり、学校施設が建替時期を迎える令和２５年より前の令和１２年には児童数

が１２０人を下回り、適正化すべき小規模校に該当する。 
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実績値 推計
築75年到来時期

令和２５年
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蘇原第一小学校 

所 在 地 各務原市蘇原野口町１丁目１番地 

校舎建設年度 昭和３２（１９５７）年 

耐震補強 平成２１（２００９）年 

延床面積 

 ８，７９４㎡ 

校    舎 （７，４０５㎡） 

体 育 館 （１，３０７㎡） 

そ の 他 （８２㎡） 

校地面積 

 １９，８３２㎡ 

保 

有 

建物敷地 （１０，４３８㎡） 

運 動 場 （８，８００㎡） 

そ の 他 （０㎡） 

借 用 地 （５９４㎡） 

※校舎建設年度は最も古い校舎を掲載 
 

 

児童数の推計 

 

 令和７年 令和１２年 令和１７年 令和２２年 令和２７年 令和３２年 令和３７年 令和４２年 令和４７年 

要因法１０年 Ｈ２７-Ｒ７ 759 624  629  590  547  482  420  366  326  

要因法５年 Ｈ２７-Ｒ２ 759 619  629  604  571  506  443  387  344  

要因法５年 Ｒ２-Ｒ７ 759 629  625  569  515  450  388  335  293  

変化率法１０年 Ｈ２７-Ｒ７ 759 625  630  592  549  486  424  370  327  

変化率法５年 Ｈ２７-Ｒ２ 759 620  632  608  575  512  449  393  350  

変化率法５年 Ｒ２-Ｒ７ 759 631  628  573  518  453  393  339  298  

 

○減少傾向であるが、安定した推移が見込まれる。学校施設が建替時期を迎える令和１４年

以降においても、学校規模に課題はない。 
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蘇原第二小学校 

所 在 地 各務原市蘇原沢上町１丁目１９番地 

校舎建設年度 昭和４６（１９７１）年 

耐震補強 平成２０（２００８）年 

延床面積 

 ６，８６７㎡ 

校    舎 （５，９１８㎡） 

体 育 館 （８５５㎡） 

そ の 他 （９４㎡） 

校地面積 

 １９，１６９㎡ 

保 

有 

建物敷地 （８，２８６㎡） 

運 動 場 （１０，５８６㎡） 

そ の 他 （２９７㎡） 

借 用 地 （０㎡） 

※校舎建設年度は最も古い校舎を掲載 
 

 

児童数の推計 

 

 令和７年 令和１２年 令和１７年 令和２２年 令和２７年 令和３２年 令和３７年 令和４２年 令和４７年 

要因法１０年 Ｈ２７-Ｒ７ 454 322  338  336  316  287  258  228  210  

要因法５年 Ｈ２７-Ｒ２ 454 315  325  319  300  272  247  220  200  

要因法５年 Ｒ２-Ｒ７ 454 330  354  358  337  306  273  239  214  

変化率法１０年 Ｈ２７-Ｒ７ 454 323  339  338  318  289  261  231  209  

変化率法５年 Ｈ２７-Ｒ２ 454 316  327  321  303  275  250  223  203  

変化率法５年 Ｒ２-Ｒ７ 454 331  356  360  339  309  276  242  217  

 

○減少傾向である。学校施設が建替時期を迎える令和２８年からしばらくは学校規模に課題

はないが、令和４７年以降は推計手法により、小規模校に該当する。 
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実績値 推計
築75年到来時期

令和２８年
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中央小学校 

所 在 地 各務原市各務西町４丁目３０２番地 

校舎建設年度 昭和５２（１９７７）年 

耐震補強 - 

延床面積 

 ５，７２５㎡ 

校    舎 （４，７５２㎡） 

体 育 館 （８６６㎡） 

そ の 他 （１０７㎡） 

校地面積 

 ２２，００４㎡ 

保 

有 

建物敷地 （１２，３１９㎡） 

運 動 場 （８，９４８㎡） 

そ の 他 （７３７㎡） 

借 用 地 （０㎡） 

※校舎建設年度は最も古い校舎を掲載 
 

 

児童数の推計 

 

 令和７年 令和１２年 令和１７年 令和２２年 令和２７年 令和３２年 令和３７年 令和４２年 令和４７年 

要因法１０年 Ｈ２７-Ｒ７ 358 328  313  318  300  271  248  227  212  

要因法５年 Ｈ２７-Ｒ２ 358 366  373  384  373  348  326  308  290  

要因法５年 Ｒ２-Ｒ７ 358 298  274  272  250  217  192  170  152  

変化率法１０年 Ｈ２７-Ｒ７ 358 328  313  319  302  273  250  230  212  

変化率法５年 Ｈ２７-Ｒ２ 358 367  375  387  376  352  330  312  296  

変化率法５年 Ｒ２-Ｒ７ 358 299  275  274  251  219  194  172  155  

 

○一部の手法を除き、減少傾向であるが、安定した推移が見込まれる。学校施設が建替時

期を迎える令和３４年以降は推計手法により、小規模校に該当する。 

 

  

変化率法5年R2-R7変化率法5年H27-R2変化率法10年H27-R7

要因法10年H27-R7 要因法5年H27-R2 要因法5年R2-R7
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実績値 推計
築75年到来時期

令和３４年
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那加中学校 

所 在 地 各務原市那加東亜町４８番地 

校舎建設年度 昭和３５（１９６０）年 

耐震補強 平成２４（２０１２）年 

延床面積 

 １０，０７７㎡ 

校    舎 （７，６９２㎡） 

体 育 館 （１，５３２㎡） 

格 技 場 （５０６㎡） 

そ の 他 （３４７㎡） 

校地面積 

 ４５，３７３㎡ 

保 

有 

建物敷地 （１５，１１５㎡） 

運 動 場 （２９，３６３㎡） 

そ の 他 （８９５㎡） 

借 用 地 （０㎡） 

※校舎建設年度は最も古い校舎を掲載 
 

 

生徒数の推計 

 

 令和７年 令和１２年 令和１７年 令和２２年 令和２７年 令和３２年 令和３７年 令和４２年 令和４７年 

要因法１０年 Ｈ２７-Ｒ７ 618 709  658  564  554  569  556  534  527  

要因法５年 Ｈ２７-Ｒ２ 618 719  655  557  545  558  543  520  507  

要因法５年 Ｒ２-Ｒ７ 618 694  657  567  561  579  568  545  534  

変化率法１０年 Ｈ２７-Ｒ７ 618 710  660  566  557  573  561  539  529  

変化率法５年 Ｈ２７-Ｒ２ 618 721  658  560  549  564  550  528  517  

変化率法５年 Ｒ２-Ｒ７ 618 696  660  570  565  583  574  552  542  

 

○令和１２年に増加した後、以降は減少傾向であるが、安定した推移が見込まれる。学校施

設が建替時期を迎える令和１７年以降においても、学校規模に課題はない。 
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実績値 推計
築75年到来時期
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桜丘中学校 

所 在 地 各務原市那加不動丘１丁目７７番地 

校舎建設年度 昭和６０（１９８５）年 

耐震補強 - 

延床面積 

 ９，９５８㎡ 

校    舎 （７，７４６㎡） 

体 育 館 （１，２３１㎡） 

格 技 場 （５３８㎡） 

そ の 他 （４４３㎡） 

校地面積 

 ３８，６２３㎡ 

保 

有 

建物敷地 （１６，８９２㎡） 

運 動 場 （２１，７３１㎡） 

そ の 他 （０㎡） 

借 用 地 （０㎡） 

※校舎建設年度は最も古い校舎を掲載 
 

 

生徒数の推計 

 

 

 令和７年 令和１２年 令和１７年 令和２２年 令和２７年 令和３２年 令和３７年 令和４２年 令和４７年 

要因法１０年 Ｈ２７-Ｒ７ 330 291  201  224  203  187  163  142  127  

要因法５年 Ｈ２７-Ｒ２ 330 284  180  199  177  160  135  112  93  

要因法５年 Ｒ２-Ｒ７ 330 299  226  255  236  223  202  184  166  

変化率法１０年 Ｈ２７-Ｒ７ 330 292  201  225  204  189  165  144  125  

変化率法５年 Ｈ２７-Ｒ２ 330 285  181  200  178  162  137  114  95  

変化率法５年 Ｒ２-Ｒ７ 330 300  227  257  237  225  204  186  168  

 

○減少傾向であり、学校施設が建替時期を迎える令和４２年以降は推計手法により、適正化

すべき小規模校に該当する可能性がある。 
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実績値 推計
築75年到来時期

令和４２年
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稲羽中学校 

所 在 地 各務原市上戸町５丁目４０番地 

校舎建設年度 昭和３３（１９５８）年 

耐震補強 平成２３（２０１１）年 

延床面積 

 ７，０９７㎡ 

校    舎 （５，３２２㎡） 

体 育 館 （１，０７６㎡） 

格 技 場 （５１０㎡） 

そ の 他 （１８９㎡） 

校地面積 

 ２８，２５１㎡ 

保 

有 

建物敷地 （１４，７８０㎡） 

運 動 場 （１０，２２２㎡） 

そ の 他 （０㎡） 

借 用 地 （３，２４９㎡） 

※校舎建設年度は最も古い校舎を掲載 
 

 

生徒数の推計 

 

 令和７年 令和１２年 令和１７年 令和２２年 令和２７年 令和３２年 令和３７年 令和４２年 令和４７年 

要因法１０年 Ｈ２７-Ｒ７ 271 213  176  187  162  139  115  99  88  

要因法５年 Ｈ２７-Ｒ２ 271 213  172  177  150  126  102  87  74  

要因法５年 Ｒ２-Ｒ７ 271 210  182  201  181  158  134  116  105  

変化率法１０年 Ｈ２７-Ｒ７ 271 213  177  188  163  139  116  100  89  

変化率法５年 Ｈ２７-Ｒ２ 271 214  173  178  151  127  104  88  76  

変化率法５年 Ｒ２-Ｒ７ 271 211  183  202  182  159  135  117  107  

 

○令和１２年時点で小規模校に該当し、その後も減少傾向である。学校施設の建替時期を

迎える令和１５年以降も小規模校が続き、令和３７年以降は、適正化すべき小規模校に該

当する。 

 

  

変化率法5年R2-R7変化率法5年H27-R2変化率法10年H27-R7

要因法10年H27-R7 要因法5年H27-R2 要因法5年R2-R7
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実績値 推計

築75年到来時期
令和１５年

２０ 
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川島中学校 

所 在 地 各務原市川島河田町１０２８番地１ 

校舎建設年度 昭和３９（１９６４）年 

耐震補強 平成２３（２０１１）年 

延床面積 

 ７，５０８㎡ 

校    舎 （５，２９７㎡） 

体 育 館 （１，３０７㎡） 

格 技 場 （５５８㎡） 

そ の 他 （３４６㎡） 

校地面積 

 １０，９９９㎡ 

保 

有 

建物敷地 （４，４６９㎡） 

運 動 場 （６，５３０㎡） 

そ の 他 （０㎡） 

借 用 地 （０㎡） 

※校舎建設年度は最も古い校舎を掲載 
 

 

生徒数の推計 

 

 令和７年 令和１２年 令和１７年 令和２２年 令和２７年 令和３２年 令和３７年 令和４２年 令和４７年 

要因法１０年 Ｈ２７-Ｒ７ 410 356  315  282  275  272  262  249  232  

要因法５年 Ｈ２７-Ｒ２ 410 350  321  290  284  279  272  259  239  

要因法５年 Ｒ２-Ｒ７ 410 360  306  269  261  260  247  234  217  

変化率法１０年 Ｈ２７-Ｒ７ 410 357  316  283  276  274  265  252  235  

変化率法５年 Ｈ２７-Ｒ２ 410 351  322  292  286  282  275  263  244  

変化率法５年 Ｒ２-Ｒ７ 410 361  307  270  263  262  250  236  220  

 

○減少傾向であるが、安定した推移が見込まれる。学校施設の建替時期を迎える令和２１年

以降においては、学校規模に課題はない。 
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実績値 推計 築75年到来時期
令和２１年

２１ 
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鵜沼中学校 

所 在 地 各務原市松が丘２丁目１００番地 

校舎建設年度 昭和３６（１９６１）年 

耐震補強 平成２１（２００９）年 

延床面積 

 １０，１７１㎡ 

校    舎 （７，９０４㎡） 

体 育 館 （１，３５４㎡） 

格 技 場 （４９９㎡） 

そ の 他 （４１４㎡） 

校地面積 

 ３９，７７５㎡ 

保 

有 

建物敷地 （８，０５７㎡） 

運 動 場 （２５，７２４㎡） 

そ の 他 （５，９９４㎡） 

借 用 地 （０㎡） 

※校舎建設年度は最も古い校舎を掲載 
 

 

生徒数の推計 

 

  令和７年 令和１２年 令和１７年 令和２２年 令和２７年 令和３２年 令和３７年 令和４２年 令和４７年 

要因法１０年 Ｈ２７-Ｒ７ 516 448  401  401  381  363  337  312  291  

要因法５年 Ｈ２７-Ｒ２ 516 443  393  386  363  340  313  284  258  

要因法５年 Ｒ２-Ｒ７ 516 450  407  417  405  396  373  350  326  

変化率法１０年 Ｈ２７-Ｒ７ 516 449  402  402  382  365  340  315  291  

変化率法５年 Ｈ２７-Ｒ２ 516 445  395  389  366  343  317  288  263  

変化率法５年 Ｒ２-Ｒ７ 516 452  409  420  408  400  377  355  331  

 

○減少傾向であるが、安定した推移が見込まれる。学校施設が建替時期を迎える令和１８年

以降においても、学校規模に課題はない。 
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実績値 推計
築75年到来時期

令和１８年

２２ 
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緑陽中学校 

所 在 地 各務原市緑苑北１丁目４番地 

校舎建設年度 昭和５２（１９７７）年 

耐震補強 平成２５（２０１３）年 

延床面積 

 ８，７１３㎡ 

校    舎 （６，７１０㎡） 

体 育 館 （１，０５０㎡） 

格 技 場 （５１３㎡） 

そ の 他 （４４０㎡） 

校地面積 

 ７０，４７６㎡ 

保 

有 

建物敷地 （１０，０００㎡） 

運 動 場 （２７，９５９㎡） 

そ の 他 （３２，５１７㎡） 

借 用 地 （０㎡） 

※校舎建設年度は最も古い校舎を掲載 
 

 

生徒数の推計 

 

 

 令和７年 令和１２年 令和１７年 令和２２年 令和２７年 令和３２年 令和３７年 令和４２年 令和４７年 

要因法１０年 Ｈ２７-Ｒ７ 349 366  219  209  197  197  182  167  157  

要因法５年 Ｈ２７-Ｒ２ 349 373  220  213  202  203  187  171  160  

要因法５年 Ｒ２-Ｒ７ 349 358  217  204  190  189  175  161  148  

変化率法１０年 Ｈ２７-Ｒ７ 349 366  220  210  198  199  183  169  157  

変化率法５年 Ｈ２７-Ｒ２ 349 374  221  214  204  205  189  174  163  

変化率法５年 Ｒ２-Ｒ７ 349 359  217  205  191  191  177  163  150  

 

○令和１２年に増加した後、減少傾向である。学校施設が建替時期を迎える令和３４年より

前の令和２７年より、小規模校に該当する。 
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実績値 推計
築75年到来時期

令和３４年

２３ 
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蘇原中学校 

所 在 地 各務原市蘇原青雲町１丁目１０番地 

校舎建設年度 昭和４１（１９６６）年 

耐震補強 平成２４（２０１２）年 

延床面積 

 ９，６５７㎡ 

校    舎 （７，１１５㎡） 

体 育 館 （１，５５６㎡） 

格 技 場 （５６７㎡） 

そ の 他 （４１９㎡） 

校地面積 

 ２７，８１９㎡ 

保 

有 

建物敷地 （１２，４６５㎡） 

運 動 場 （１３，５１６㎡） 

そ の 他 （５４８㎡） 

借 用 地 （１，２９０㎡） 

※校舎建設年度は最も古い校舎を掲載 
 

 

生徒数の推計 

 

 令和７年 令和１２年 令和１７年 令和２２年 令和２７年 令和３２年 令和３７年 令和４２年 令和４７年 

要因法１０年 Ｈ２７-Ｒ７ 673 610  442  506  472  438  381  338  294  

要因法５年 Ｈ２７-Ｒ２ 673 614  435  505  476  446  388  347  302  

要因法５年 Ｒ２-Ｒ７ 673 603  446  503  463  423  369  323  279  

変化率法１０年 Ｈ２７-Ｒ７ 673 611  443  508  474  441  385  342  298  

変化率法５年 Ｈ２７-Ｒ２ 673 616  437  508  480  451  393  353  308  

変化率法５年 Ｒ２-Ｒ７ 673 605  448  506  466  427  373  327  283  

 

○令和２２年に増加した後、減少傾向であるが、安定した推移が見込まれる。学校施設が建

替時期を迎える令和２３年以降においても、学校規模に課題はない。 
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実績値 推計
築75年到来時期

令和２３年
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中央中学校 

所 在 地 各務原市各務西町４丁目３５８番地１ 

校舎建設年度 昭和５３（１９７８）年 

耐震補強 平成２４（２０１２）年 

延床面積 

 ９，４５１㎡ 

校    舎 （７，６９１㎡） 

体 育 館 （１，０５０㎡） 

格 技 場 （５１１㎡） 

そ の 他 （１９９㎡） 

校地面積 

 ３０，９５３㎡ 

保 

有 

建物敷地 （１１，７３６㎡） 

運 動 場 （１８，２８６㎡） 

そ の 他 （９３１㎡） 

借 用 地 （０㎡） 

※校舎建設年度は最も古い校舎を掲載 
 

 

生徒数の推計 

 

 

○令和１７年に大きく減少するが、令和２２年に増加し、その後減少傾向となるが、安定した推

移が見込まれる。学校施設が建替時期を迎える令和３５年以降においても、学校規模に課

題はない。 
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実績値 推計
築75年到来時期

令和３５年

 令和７年 令和１２年 令和１７年 令和２２年 令和２７年 令和３２年 令和３７年 令和４２年 令和４７年 

要因法１０年 Ｈ２７-Ｒ７ 770 714  515  624  631  623  570  531  501  

要因法５年 Ｈ２７-Ｒ２ 770 704  531  646  652  638  581  542  509  

要因法５年 Ｒ２-Ｒ７ 770 720  497  602  614  616  570  530  490  

変化率法１０年 Ｈ２７-Ｒ７ 770 715  516  626  634  627  575  537  503  

変化率法５年 Ｈ２７-Ｒ２ 770 706  534  650  657  645  589  551  519  

変化率法５年 Ｒ２-Ｒ７ 770 723  499  605  618  621  576  536  498  

２５ 
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１．学校再編案の検討 

各務原市における学校再編案の検討にあたっては、将来の児童生徒数の推移や学校施設の老

朽化、適正規模・適正配置に関する方針等を踏まえ、持続可能で質の高い教育環境の確保を目

的として、以下のプロセスに基づき学校再編案の検討を進める。 

（１）検討における前提条件の設定 

学校再編の検討は、アンケート調査結果において現中学校区内での再編手法及び小中一

貫校化が許容されていることを前提とする。 

 

（２）学校再編対象グループの決定 

学校再編対象グループについては、前提条件より現中学校区を基本的な形として整理しな

がら、各地区の特性や現状を踏まえて決定する。具体的な学校再編対象グループについては

「２．学校再編対象グループ」に記載する。 

 

（３）学校再編対象グループにおける学校再編案の検討 

決定した学校再編対象グループにおいて、次の二段階の評価軸を通して、最も適切な学校

再編案を検討する。 

①第１段階：適正規模を評価軸とした適切な学校再編の組み合わせの検討 

各学校再編グループにおいて、現状維持した場合や小学校のみ統合した場合、小中一貫

校化した場合など幅広い再編パターンを抽出する。 

抽出した学校再編の組み合わせについて、再編後の児童生徒数の規模を評価軸として比

較・検討し、各再編対象グループにおいて、適切な学校再編の組み合わせを選定する。 

②第２段階：適正配置を評価軸とした学校整備地の検討 

最も適切な学校再編の組み合わせにおいて、活用すべき学校敷地の選定を行う。 

学校敷地の選定にあたっては、児童生徒や地域住民への影響を考慮し、既存の学校敷地

の活用を基本としつつ、敷地面積の不足や児童生徒の安全確保に対する課題等がある場

合には、学校用地以外の敷地における施設整備も含め、多角的な視点から検討する。 

学校敷地の評価に際しては、適切な通学条件や敷地面積の確保、小中一貫教育の展開

のしやすさを評価軸として比較・検討する。 
○学校敷地の選定 

・再整備に関しては、児童生徒や周辺住民に与える影響等を踏まえ、既存の学校敷地を基本とします。 

・諸事情により、移転も含めた検討を行い、総合的な判断で敷地を決定することも考えられます。（学校の

敷地面積が不足する場合、児童生徒の安全性の確保に支障がある場合等） 

出典：令和７年 各務原市学校建替基本方針 

 

①及び②の検討を経て、再編後の学校種及び施設形態を含め、各務原市全体として最適と

なる学校再編案を最終決定する。 

 

 

 

Ⅷ．実施計画の策定について 
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（４）ロードマップの作成 

学校再編の実施にあたっては、学校施設の老朽化や児童生徒数の推移等を踏まえて、各学

校の再編時期の検討が必要である。特に学校施設の更新時期や、適正化すべき小規模校が

発生する時期など、地域の実情に応じて段階的かつ着実に学校再編を進めるためのロードマ

ップを作成する。  
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２．学校再編対象グループ 
「1.学校再編案検討プロセス」で示した前提条件を基に、各務原市の目指すべき学校再編対

象グループを以下に示す。 

【学校再編対象グループ】 

那加・桜丘中学校グループ 

・那加第一小学校 

・那加第二小学校 

・那加第三小学校 

・尾崎小学校 

・那加中学校 

・桜丘中学校 

・将来人口推計において、令和１２年までに尾崎小児童数が１２０人を下回る

見込みである。また、令和４７年には桜丘中も適正化すべき小規模校に該当

する可能性がある。 

・那加中は令和１７年に校舎が築７５年に到達する。 

※桜丘中に在籍する尾崎小校区の生徒は、他の小学校区をまたいで通学し

ており、隣接する那加第一小学校との再編なども含め一体的に検討する必

要があることから、那加・桜丘中学校グループとして整理する 

稲羽中学校グループ 

・稲羽西小学校 

・稲羽東小学校 

・稲羽中学校 

・将来人口推計において、令和１２年までには稲羽東小児童数が１２０人を下

回る見込みである。また、令和４７年には稲羽中、稲羽西小も適正化すべき小

規模校に該当する可能性がある。 

・稲羽中は令和１５年に校舎が築７５年に到達する。 

川島中学校グループ 

・川島小学校 

・川島中学校 

・将来人口推計において、適正化すべき小規模校に該当する可能性は低い。 

・川島中は令和２１年に校舎が築７５年に到達する。 

鵜沼・中央中学校グループ 

・鵜沼第一小学校 

・鵜沼第二小学校 

・各務小学校 

・八木山小学校 

・陵南小学校 

・中央小学校 

・鵜沼中学校 

・中央中学校 

・将来人口推計において、令和１２年までに各務小児童数が１２０人を下回る

見込みである。 

・鵜沼中は令和１８年に校舎が築７５年に到達する。 

※各務小校区が中央小校区と隣接しており、自治会まちづくりミーティングや

関係者ヒアリングにおいて、中央小との統合案の提案があったことを踏ま

え、一体的に検討する必要があることから、鵜沼・中央中学校グループとし

て整理する。 

緑陽中学校グループ 

・鵜沼第三小学校 

・緑苑小学校 

・緑陽中学校 

・令和７年時点において、緑苑小児童数が１２０人を下回っている。 

・しばらくの間は、目標使用年数に到達する校舎はない。 

蘇原中学校グループ 

・蘇原第一小学校 

・蘇原第二小学校 

・蘇原中学校 

・将来人口推計において、適正化すべき小規模校に該当する可能性は低い。 

・蘇原第一小は令和１４年に校舎が築７５年に到達する。 
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３．学校規模の適正化について  
児童生徒数の推計によると、少子化の影響を受け児童生徒数は減少傾向にある。特に、尾崎小

学校、稲羽東小学校、緑苑小学校、八木山小学校、各務小学校においては、それぞれに状況が異

なるものの、既に適正化すべき小規模校に該当している学校もあり、早急に学校規模の適正化に

向けた具体的な計画の検討を開始する必要がある。 

また、それ以外の小中学校についても、児童生徒数の減少が進むことや学校施設の更新時期

が到来することを踏まえ、将来にわたってより良い教育環境を構築するため、市全体で学校再編を

検討していく必要がある。 

 

 


